
証券コード：4587
2026年３月３日

（電子提供措置の開始日2026年３月２日）
株 主 各 位

神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目25番23号
ペプチドリーム株式会社
代表取締役
社 長 リード・パトリック

第20回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第20回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。
当社では本株主総会の招集につきまして電子提供措置を取らせていただいており、

インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

（当社ウェブサイト）
https://www.peptidream.com/ir/stock-information/shareholders-
meeting-related-presentations/

また、上記に加え、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

（東京証券取引所ウェブサイト）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名「ペプチドリーム」ま
たは証券コード「4587」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選
択のうえ、ご覧ください。
書面またはインターネット等により議決権を行使する場合には、電子提供措置事項

に掲載の「株主総会参考書類」をご確認いただき、2026年３月24日（火曜日）午後
６時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年３月25日（水曜日）午前10時（受付開始午前９時15分予定）
2. 場 所 東京都大田区羽田空港一丁目１番４号

コングレスクエア羽田（「羽田イノベーションシティ」ゾーンＪ）
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。開催場所が
昨年と異なっております。お間違えのないようご注意ください。）

3. 目的事項
報告事項 １．第20期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第20期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
●当日ご出席の際には、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげ
ます。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合には、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい
ただきます。

●株主様でない代理人及び同伴の方など株主様以外の方はご入場いただけませんのでご注意ください。
●本株主総会終了後、同会場にて、経営説明会の開催を予定しております。お時間許す株主様におかれ
ましては、あわせての参加をご検討いただけますと幸甚です。

●書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、事
業報告の「７．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」及び連結計算書類の「連
結注記表」並びに計算書類の「個別注記表」を記載しておりません。当該書面は監査報告を作成する
に際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
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▶下記 4つの方法がございます。

●株主総会へのご出席
2026年３月25日（水曜日）
午前10時

議決権行使方法についてのご案内

株主総会開催日時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主様１名に委任する場合に限られます。
　なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

●郵送によるご行使
2026年３月24日（火曜日）
午後６時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するよう
ご返送ください。

行使期限

●パソコン等によるご行使
2026年３月24日（火曜日）
午後６時行使分まで行使期限

2026年３月24日（火曜日）
午後６時行使分まで行使期限

●スマートフォンによるご行使（スマート行使）

（1） 同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコード®をスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイト」へアクセスしたうえで、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください
（ID・パスワードのご入力は不要です）。

（2）「スマート行使」による議決権行使は１回限りです。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記
載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

① 同封の議決権行使
書用紙の右下にロ
グインQRコード®

が記載されていま
す。

② スマホのQRコード®
読み取りアプリを
起動します。

③ ログインQRコード®
にスマホをかざし
て読み取ります。

④ 「スマート行使」の
画面が表示されます
ので、こちらから議
決権行使をお願いい
たします。※読み取りアプリは事前にイン

ストールをお願いいたします。 ※アプリの指示に従ってください。

パソコン等から、議決権行使ウェブサイトhttps://www.web54.netにアクセスし、
同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のう
え、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。
詳細につきましては次頁をご覧ください。
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●インターネット等による議決権行使について ●

パソコン等から、議決権行使ウェブサイト

パソコン等による方法

2026年３月24日(火曜日)
午後６時行使分まで

行使期限

「次へすすむ」をクリックしてください。

以降は画面の案内に従って
ご入力ください。

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②ログインする

同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使
コード」をご入力いただき、「ログイン」をクリック
してください。

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使
コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って
議案に対する賛否をご入力ください。
※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金
　 等は株主様のご負担となります。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっ
　 ては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

※議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
※当社では、定款第15条の定めにより代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名に委任するこ
とができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出ください。

※機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能
です。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

重複して行使された議決権の取り扱いについて
（1）書面とインターネット等（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、イ

ンターネット等（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせてい
ただきます。

（2）インターネット等（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行
われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

https://www.web54.net

議決権行使について　　0120-652-031 (9:00～21:00) 　その他のご照会　　0120-782-031 (平日9:00～17:00)
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じで
す。）全員（２名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役２名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社
の 株 式 の 数
（うち、株式給付信託
による交付予定の
株 式 の 数）

１ リード・パトリック
(1975年１月14日生)

2003年８月 Dartmouth Medical School
NRSA Post-doctoral Fellow

2004年４月 国立大学法人東京大学先端科学技術
研究センター特任助教授

2005年１月 国立大学法人東京大学国際産学共同
研究センター客員助教授

2006年４月 国立大学法人東京大学先端科学技術
研究センター特任助教授

2007年１月 当社入社
2008年８月 当社取締役
2012年５月 当社取締役研究開発部長
2012年９月 当社常務取締役研究開発部長
2014年７月 当社常務取締役研究開発部担当
2017年９月 当社代表取締役社長
2022年１月 当社代表取締役社長CEO（現任）
2025年４月 ペプチスター株式会社取締役（現任）

4,231,346株
（74,846株)

２
新任
村
む ら か み ま さ と

上 雅 人
(1974年３月26日生)

2004年４月 東京大学医科学研究所腫瘍抑制研究
分野フェロー

2006年７月 東京大学医科学研究所腫瘍抑制研究分野助教
2007年４月 IFOM, The FIRC Institute of Molecular

Oncology Foundation リサーチフェロー
2010年８月 Novartis Institutes for Biomedical

Research, Novartis Pharma AG.入社
オンコロジー分子病理 グループリーダー

2016年10月 第一三共株式会社入社研究開発本部
エグゼクティブメディカルダイレクター

2017年４月 同社バイスプレジデント．研究開発本部
バイオマーカー推進部・グローバルプレシジョンメディシン部長

2022年１月 当社入社CMO（現任）
2024年７月 PDRファーマ株式会社代表取締役社

長（現任）
2024年12月 ペプチエイド株式会社取締役
2025年 3 月 ペプチエイド株式会社代表取締役社

長（現任）

500株
(−株)
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（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．リード・パトリック氏は、創業間もなく当社に入社し、研究開発業務を牽引しており、当

社の取締役として経営を担い、高い見識と能力を有しております。今後も引き続き取締役
会の意思決定に際して、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。

３．村上雅人氏は、当社CMOとして新薬開発を牽引するとともに、子会社であるPDRファーマ
株式会社の代表取締役社長として事業運営を主導してきた実績を有しており、これらの知
見と経験を活かし、今後も取締役会の意思決定に際して、取締役としての職務を適切に遂
行できるものと判断しました。

４．当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとと
もに、有用な人材を迎えることができるよう、取締役全員を被保険者として役員等賠償責
任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役に就任し
た場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険
者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る
請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補さ
れないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担してお
り、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、各候補者の任期途中である2026
年３月28日に当該保険契約を更新する予定であります。

以 上
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【ご参考】
本定時株主総会において、議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成及
びスキルマトリックスは以下のとおりです。

＜取締役会の構成及びスキルマトリックス＞

氏名・役職

委員会構成メンバー 成長ドライバー（攻め） 事業基盤の強化（守り）

サステナ
ビリティ監査等

委員会
指名・
報酬
委員会

サステナビ
リティ・
ガバナンス
委員会

コンプライ
アンス・
リスクマネ
ジメント
委員会

企業経営 グローバル
ビジネス

技術・
研究開発

財務・
会計

人事・
労務・
人財開発

法務・
リスク管理

リード・パトリック
代表取締役社長 ● ● ◎ ◎ ◎ ○ ○

男性

村上 雅人
取締役EVP
放射性医薬品事業 ● ○ ◎ ◎ ○ ○

男性

神谷 紀一郎
社外取締役（常勤監査等委員） ● ● ● ◎ ◎ ○ ○

独立 社外 男性

花房 幸範
社外取締役（監査等委員） ● ● ● ○ ◎ ○ ○

独立 社外 男性

宇都宮 純子
社外取締役（監査等委員） ● ● ● ○ ○ ◎ ○

独立 社外 女性

西山 潤子
社外取締役（監査等委員） ● ● ● ○ ○ ○ ◎

独立 社外 女性

（注）１．上記の一覧表は、業務執行取締役の主要なスキルを最大５つまで、社外取締役の主要なスキルを最大４つまで記載
しております。各氏が保有する全てのスキルを表すものではありません。

２．上記の一覧表の「◎」は特に高い専門性や深い経験があるスキルであり、「〇」は充分な知見や経験があるスキルで
あります。また、「独立」は、証券取引所届出独立役員であります。
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事 業 報 告
（ 2025年

2025年
１
12

月
月
１
31

日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度（2025年１月１日から2025年12月31日）において、当社グ
ループは２つの戦略領域である放射性医薬品（RI）領域とNon-RI領域（ペプチド
医薬品、PDC医薬品、MPC医薬品等）で着実に進捗を重ねています。

(A)放射性医薬品（RI）領域
当社グループは、日本国内で放射性医薬品事業を推進するうえで必要となる創

薬研究・開発から製造、販売に至るまですべての機能を一気通貫で有しています。
ペプチドリームの100%子会社であるＰＤＲファーマでは、放射性治療薬・診断
薬(A-1)及び医療機器やデジタルソリューション（ソフトウェア、ハードウェア）
並びにその他サービス等（A-2）の製造や販売等を行っています。また、ペプチ
ドリームではＰＤＲファーマとの連携により、自社プログラムまたは提携プログ
ラムとして革新的な放射性治療薬・診断薬（A-3）の創製・開発を実施していま
す。腫瘍の縮小効果をもつ放射性核種をがん細胞に選択的に送達するためのキャ
リアーとして環状ペプチドの有用性が次々と示される中、両社のシナジーを最大
限発揮することにより、革新的で高付加価値の放射性医薬品を開発・販売すると
ともに、海外の製薬企業から有望な放射性医薬品を導入することにより放射性医
薬品領域での成長を目指しています。

(A)-1 当社グループが販売している放射性医薬品
ＰＤＲファーマを通じて当社グループが日本国内で販売している放射性治療

薬・診断薬は以下のとおりです。（2026年１月末時点）
· ヨウ化ナトリウムカプセル：甲状腺機能亢進症の治療、甲状腺がん及び転

移巣の治療、シンチグラムによる甲状腺がん転移巣の発見。37MBqから
1.85GBqまで５種類の製品規格を展開。ヨウ化ナトリウム（131I）カプセ
ル。
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· ライアットMIBG-I131静注：MIBG集積陽性の治癒切除不能な褐色細胞
腫・パラガングリオーマ。3-ヨードベンジルグアニジン（131I）。2025年
９月に神経芽腫に対する効能・効果適応追加に関する一部変更承認を取
得。

· ゼヴァリン®インジウム（111In）静注用セット：イブリツモマブ チウキセ
タン（遺伝子組換え）の集積部位の確認。111In標識抗CD20抗体。製造販
売元はムンディファーマ株式会社。

· ゼヴァリン®イットリウム（90Y）静注用セット：CD20陽性の再発または
難治性の低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫の
治療。90Y標識抗CD20抗体。製造販売元はムンディファーマ株式会社。

· オクトレオスキャン®静注用セット：神経内分泌腫瘍の診断におけるソマ
トスタチン受容体シンチグラフィ。ソマトスタチン受容体を標的とするペ
ンテトレオチドの111In標識注射液。Curium Pharma社からの導入品。

· テクネ®DTPAキット：腎シンチグラフィによる腎疾患の診断。ジエチレン
トリアミン五酢酸99mTc注射液 調整用。

· テクネ®MAA®キット：肺シンチグラムによる肺血流分布異常部位の診断。
テクネチウム大凝集人血清アルブミン99mTc注射液 調整用。

· テクネ®MAG3注射液／テクネ®MAG3キット：シンチグラフィ及びレノグ
ラフィによる腎及び尿路疾患の診断。メルカプトアセチルグリシルグリシ
ルグリシン99mTc注射液。

· テクネ®MDP注射液／テクネ®MDPキット：骨シンチグラフィによる骨疾
患の診断、脳シンチグラフィによる脳腫瘍及び脳血管障害の診断。メチレ
ンジホスホン酸99mTc注射液。

· テクネ®ピロリン酸静注：骨シンチグラムによる骨疾患の診断。ピロリン
酸99mTc注射液。

· テクネ®ピロリン酸キット：心シンチグラムによる心疾患の診断、骨シン
チグラムによる骨疾患の診断。ピロリン酸99mTc注射液 調整用。2024年
８月に剤型追加の承認取得。

· テクネ®フチン酸キット：肝脾シンチグラムによる肝脾疾患の診断、乳が
ん、悪性黒色腫、子宮頸がん、子宮体がん、外陰がん、頭頚部がん（甲状
腺がんを除く）におけるセンチネルリンパ節の同定及びリンパシンチグラ
フィ。フィチン酸99mTc注射液 調整用。子宮頸癌、子宮体癌、外陰癌及び
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頭頸部癌（甲状腺癌を除く）におけるセンチネルリンパ節の同定及びリン
パシンチグラフィについては2023年３月に適応拡大の承認取得。

· ニューロライト®注射液第一／ニューロライト®第一：局所脳血流シンチグ
ラフィ。[N,Nʼ-エチレンジ-L-システイネート(3-)]オキソ99mTc、ジエチル
エステル注射液。Lantheus Holdings社からの導入品。

· カーディオライト®注射液第一／カーディオライト®第一：心筋血流シンチ
グラフィによる心臓疾患の診断、初回循環時法による心機能の診断、副甲
状腺シンチグラフィによる副甲状腺機能亢進症における局在診断。ヘキサ
キス(2-メトキシイソブチルイソニトリル) 99mTc注射液。Lantheus
Holdings社からの導入品。

· ミオMIBG®-I123注射液：心シンチグラフィによる心臓疾患の診断、パー
キンソン病及びレビー小体型認知症の診断における心シンチグラフィ、腫
瘍シンチグラフィによる神経芽腫、褐色細胞腫の診断。3-ヨードベンジル
グアニジン123I注射液。パーキンソン病及びレビー小体型認知症の診断に
おける心シンチグラフィについては2023年12月に適応拡大の承認取得。

· 塩化タリウム-Tl201注射液：心筋シンチグラフィによる心臓疾患の診断、
腫瘍シンチグラフィによる脳腫瘍、甲状腺腫瘍、肺腫瘍、骨・軟部腫瘍及
び縦隔腫瘍の診断、副甲状腺シンチグラフィによる副甲状腺疾患の診断。
塩化タリウム（201Tl）注射液。

· ウルトラテクネカウ®：脳腫瘍及び脳血管障害の診断、甲状腺疾患の診断、
唾液腺疾患の診断、異所性胃粘膜疾患の診断、医療機器「テクネガス発生
装置」との組合せ使用による局所肺換気機能の検査。過テクネチウム酸ナ
トリウム（99mTc）注射液ジェネレータ。

· フルデオキシグルコース（18F）静注「FRI」：悪性腫瘍の診断、虚血性心疾
患(左室機能が低下している虚血性心疾患による心不全患者で、心筋組織
のバイアビリティ診断が必要とされ、かつ、通常の心筋血流シンチグラフ
ィで判定困難な場合)の診断、難治性部分てんかんで外科切除が必要とさ
れる場合の脳グルコース代謝異常領域の診断、大型血管炎の診断における
炎症部位の可視化。フルデオキシグルコース（18F）注射液。

· イオフェタミン(123I)注射液「第一」：局所脳血流シンチグラフィ。塩酸N-
イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン（123I）注射液。
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· アミヴィッド®静注：アルツハイマー病による軽度認知障害（MCI）また
は認知症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプラークの可視化。抗ア
ミロイドベータ抗体薬投与後の脳内アミロイドベータプラークの可視化。
フロルベタピル（18F）注射液。2024年５月、薬価基準に収載。抗アミロ
イドベータ抗体薬投与後の脳内アミロイドベータプラークの可視化につい
ては、2024年９月に効能または効果の一部変更承認を取得。2024年11
月に保険適用の範囲を拡大。Eli Lilly社（Lilly社）からの導入品

· タウヴィッド®静注：アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認
知症患者におけるドナネマブ（遺伝子組換え）の適切な投与の補助。フロ
ルタウシピル（18F）注射液。2022年11月にLilly社との共同開発契約を締
結し、2024年12月に国内における製造販売承認を取得。

(A)-2 当社グループが販売・提供している医療機器・デジタルソリューション
ＰＤＲファーマを通じて当社グループが日本国内で販売・提供している医療機

器やデジタルソリューション（ソフトウェア、ハードウェア）は以下のとおりで
す（2026年１月末時点）。ソフトウェアの多くは放射性治療薬や放射性診断薬を
販売している医療機関に対して、無償で提供しています。
· Bridgea INJECTOR：PET用放射性医薬品の自動投与装置。5mL・10mL

バイアルに対応が可能。全体を鉛で遮蔽することで従事者被ばくを軽減。
ＰＤＲファーマを通じて日本国内で販売。

· Bridgea DISPENSER：医薬品製造会社から供給される放射性医薬品の専
用容器内の複数本のバイアルからリクエストに応じた薬液を抜き取り、必
要な薬液量に調整する自動装置。2025年９月に薬液抜き取り作業の負担
と被ばく量を大幅に軽減することを目的に集液機能を追加いたしました。
ＰＤＲファーマを通じて日本国内で販売。

· Bridgea GATEWAY：Bridgea INJECTORの投与結果を核医学医療被ば
く線量管理の国際標準データフローに従った規格に変換。手入力不要で正
確にデータを院内システムに送信。ＰＤＲファーマを通じて日本国内で販
売。

· Bridgea TIMER：PET検査の時間管理を従事者で共有するソフトウェア。
Bridgea GATEWAYからのデータを活用し、従事者間の意思疎通を支援
します。ＰＤＲファーマを通じて日本国内で販売。
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· Bridgea TIMER Guide：PET検査進行案内システム。PET検査の被検者
への案内をメッセージや音声で自動表示。業務の効率化と従事者の被ばく
低減に貢献します。ＰＤＲファーマを通じて日本国内で販売。

· onti：医療被ばく線量の電子記録・管理・最適化を支える情報システムで
あり、患者情報の取得、投与ミスの防止、投与量の自動計算、放射性医薬
品使用記録の作成などの運用支援機能を含んでいます。X線診断装置の線
量管理はもとより核医学検査支援機能も含めた国際標準のワークフローに
準拠しており、コネクタソン合格品です。ＰＤＲファーマを通じて日本国
内で販売。2025年９月にontiのオプションとして、核医学検査スケジュ
ールソフトウェア「onti dandori」の販売を開始しました。本ソフトウ
ェアは、核医学検査の複雑なスケジュールを整理して視覚化することで、
誰でもわかりやすく業務を遂行できる、医療の質と安全性を両立させるた
めのサポートツールです。

· ankan®：医療安全管理システム。医療被ばく線量情報を国際標準規格に
対応した形式で自動的に記録・管理します。ＰＤＲファーマを通じて日本
国内で販売。

· AMYclzニューロ®：患者のアミロイドPET画像とMRI画像を重ね合わせ、
SUVrやセンチロイドスケールなどの定量指標を算出し基準画像データベ
ースと比較することで、アミロイドβの分布や統計情報を視覚的に表示し
ます。ＰＤＲファーマを通じて日本国内で販売・提供。

· ボーンナビ®BSI：骨シンチ画像の解析を行うために開発された画像解析プロ
グラムであり、診断用画像機器から得られる骨シンチグラフィ画像の定量
化を可能にします。ボーンナビは、骨シンチ画像から人工ニューラルネッ
トワーク（ANN）、骨全体に対する高集積部位の面積割合（BSI）、高集積
部位数等の値を算出し、骨病巣に関する情報提供を行います。ＰＤＲファ
ーマを通じて日本国内で販売・提供。

· カーディオレポ®：SPECT画像診断装置等から提供される心筋血流画像を利
用し、各種心筋パラメータ表示する心筋血流・機能解析プログラム。主に
虚血性心疾患の診断支援や心機能の評価に利用されます。ＰＤＲファーマ
を通じて日本国内で販売・提供。
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· AMYfollowTM：アミロイドPET検査（アミヴィッド®静注）で得られた画
像（治療前後）を並べて表示させた経時変化レポートを提供するレポート
作成支援ソフトウェア。わかりやすく視覚的に整理されたレポートは、患
者さんへの説明や、医療従事者間の情報共有を支援します。ＰＤＲファー
マを通じて日本国内で販売。

· eZISニューロ®：脳血流画像の解剖学的標準化を行い脳血流に関する情報提
供を行う脳画像統計解析プログラム。ＰＤＲファーマを通じて日本国内で
販売・提供。

(A)-3 放射性医薬品（RI）領域の開発パイプライン
当社グループにおける放射性医薬品（RI）領域の開発パイプラインは以下のと

おりです。（2026年1月末時点）
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· 64Cu-ATSMプログラム：
適応症：再発・難治性悪性神経膠腫
モダリティ：64Cuで標識したジアセチルビスN4-メチルチオセミカルバゾ
ン（リンクメッド社創製）
提携先：リンクメッド株式会社（リンクメッド）
開発ステータス：
64Cu-ATSMは現在、悪性脳腫瘍の中でも治療の選択肢が限定的と言われる
再発・難治性悪性神経膠腫の患者さんを対象に、これまでの標準治療と比
較して、生存期間を延長する効果がどの程度得られるかを検証するための
ランダム化比較第 3相医師主導治験（STEP-64 試 験、試験番号
NCCH2301、jRCT2031240090）を、国立がん研究センター、神奈川県
立がんセンターが主体となる形で実施されています。リンクメッドは、悪
性神経膠腫・中枢神経系悪性リンパ腫などの悪性脳腫瘍や転移性脳腫瘍の
患者さんを対象とした64Cu-ATSMの第1相医師主導臨床試験（STAR-64試
験、試験番号NCCH1711）を完了したことを2024年６月に発表し、その
結果を米国臨床腫瘍学会 (American Society of Clinical Oncology:
ASCO2024)で報告しています。本試験の結果、64Cu-ATSMの安全性・寛
容性に関して良好な結果を確認し、悪性脳腫瘍の患者さんに対する
64Cu-ATSMの投与量として、99MBq/kgの７日ごとに４回の投与が推奨さ
れるとの結論が得られました。有効性に関しては、全生存期間はあくまで
副次的な評価項目ですが、64Cu-ATSMを投与した患者さん18人のうち14
人（77.8%）が６か月以上、12人（66.7%）が１年以上生存されました。
特に、膠芽腫の患者さんにおいては、９人のうち５人（55.6%）が１年以
上生存されました。一般的に再発した膠芽腫の患者さんにおいて１年以上
の生存率は30〜40%であり、第1相臨床試験の結果は初期的ながら有望な
ものとして、第3相臨床試験に進めるための根拠となりました。本試験は、
国立がん研究センター中央病院 臨床研究支援部門が支援し、国立研究開発
法人日本医療研究開発機構（AMED）の研究費をもとに、第1相から第3相
に進んだ初めての医師主導治験です。
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· 177Lu/64Cu-PSMA I&Tプログラム：
適応症：前立腺がん
モダリティ：
前立腺がん細胞上に発現されるPSMA（prostate specific membrane
antigen、 前 立 腺 特 異 的 膜 抗 原） を 標 的 と し、177Lu（治 療 用、
177Lu-PSMA-I&T）または64Cu（診断用、64Cu-PSMA-I&T）で標識した低
分子化合物(PSMA I&T)（Curium社創製）
提携先：
Curium社（Curium社は海外の開発販売権を保有し、Curium社とＰＤＲ
ファーマは共同で日本国内での開発・商業化を実施いたします。）
開発ステータス：
177Lu-PSMA-I&T及び64Cu-PSMA-I&T は現在、国内承認取得を目指した臨
床試験を実施しております。2026 年 ２月４日発表のとおり、
177Lu-PSMA-I&T は、2025年国内承認取得を目指した臨床試験において
最初の患者投与を開始しました。本成果は、2025年10月に発表した64Cu
- PSMA - I&T診断薬の国内承認取得を目指した臨床試験の開始に続くも
のです。
177Lu-PSMA-I&T(jRCT2011250026)の臨床試験においては、転移性去勢
抵抗性前立腺がん患者さんを対象に177Lu-PSMA-I&Tの有効性及び安全性
を評価します。また、64Cu-PSMA-I&Tの臨床試験（jRCT2031250225）
においては、初発の前立腺がん患者さんを対象に 64Cu-PSMA-I&T
PET/CTの診断性能を評価します。2024年11月、Curium社は、グロー
バル第3相ピボタル試験（ECLIPSE試験、 ClinicalTrials.gov identifier;
NCT05204927）において、177Lu-PSMA-I&T治療薬の患者登録を完了
し、主要評価項目を達成したことを発表しました。ECLIPSE試験は、多施
設オープンラベルランダム化試験法を用い、転移性去勢抵抗性前立腺がん
患者における177Lu-PSMA-I&Tの安全性及び有効性をホルモン療法と比較
検討しています。本試験には欧米51施設から400名以上の患者が登録さ
れています。
64Cu-PSMA-I&T PET診断薬では、現在２つの第３相臨床試験（多施設）
が実施されています。SOLAR RECUR試験は、生化学的再発を呈する前立
腺がん患者の診断を目的とした臨床試験であり（ClinicalTrials.gov識別子
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NCT06235099）、現時点で200名以上の被験者が登録されています。
SOLAR STAGE試験は、予後不良、中間リスクから高リスクの前立腺がん
患 者 及 び 新 規 に 診 断 さ れ た 男 性 を 対 象 と し た 臨 床 試 験 で す
（ClinicalTrials.gov 識 別 子 NCT06235151）。第 1/2 相 臨 床 試 験
（SOLAR試験）では、ファースト・イン・ヒューマン試験として、組織学
的に確認された転移性前立腺がん患者に対して領域レベルの病変検出率及
び患者レベルの病変検出率という二つのプライマリーエンドポイントを達
成しました。
2024年10月、ＰＤＲファーマはCurium社と、177Lu-PSMA-I&T及び
64Cu-PSMA-I&Tの日本国内における臨床開発、承認申請、商業化に関する
戦略的提携の締結を発表しました。本提携においてＰＤＲファーマと
Curium社は177Lu-PSMA-I&T及び64Cu-PSMA-I&Tの日本国内における臨床
開発を共同で実施し、ＰＤＲファーマが承認申請、製造、販売を主導しま
す。Curium社は、両剤の海外における開発を主導し、またCurium社が独
自に保有する64Cuのハイスループット製造技術の技術移転等を通じてＰ
ＤＲファーマによる国内製造体制の立ち上げを支援します。ＰＤＲファー
マとCurium社は、両剤の国内での開発コストや商業化以降の利益をシェ
アいたします。

· 225Ac/68Ga-GPC3（RYZ-801/811）プログラム：
適応症：肝細胞がん(HCC)
モダリティ:
225Ac (治療用)または68Ga (診断用)で標識したグリピカン-3(GPC3)を標
的とする環状ペプチド（PDPS®を用いて創製）
提携先：
Bristol-Myers Squibb社（BMS社）傘下のRayzeBio社（2024年にBMS
社により買収。RayzeBio社/BMS社は225Ac/68Ga-GPC3の全世界での開発
販売権を有しており、ペプチドリームは日本の開発販売権に関するオプシ
ョン権を保有しています。）
開発ステータス：
現在、肝細胞がんの患者さんを対象としたRYZ-801の安全性・忍容性・
線量、初期的有効性、及びRYZ-811の安全性・忍容性・体内分布を確認
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するための第1/1b相臨床試験が実施されています(ClinicalTrials.gov
identifier; NCT06726161)。

· 177Lu/68Ga-FAP(FXX489)プログラム：
適応症：
固形がん（局所進行性または転移性浸潤性膵管がん（PDAC）、非小細胞
性肺がん（NSCLC）、HR陽性/HER2陰性の小葉がん及び乳管がん、トリ
プルネガティブ乳がん（TNBC）、大腸がん（CRC））
モダリティ：
177Lu (治療用; 177Lu-NNS309)または68Ga(診断用; 68Ga-NNS309)で標識
した線維芽細胞活性化タンパク質(FAP)を標的とした環状ペプチド
（PDPS®を用いて創製）
提携先：
Novartis社（Novartis社は同プログラムの全世界商業化権を保有。）
開発ステータス：
現在、固形がんの患者さんに対して177Lu-NNS309の安全性、忍容性、線
量、初期的有効性、及び68Ga-NNS309の安全性とイメージング剤として
の特性を検証するための第1相臨床試験（オープンラベル、多施設）が実
施 さ れ て い ま す (ClinicalTrials.gov identifier; NCT06562192)。
FXX489 に つ い て Novartis 社 は、2025 年 ４ 月 27 日 に American
Association Cancer Research (AACR) 年 次 総 会 2025 に お い て、
“FXX489, a FAP targeting ligand with best-in-class potential for
radioligand therapy”（FXX489、FAPを標的としたベスト・イン・クラ
スのポテンシャルを持つ放射性リガンド療法）というタイトルで発表を行
いました。

· 225Ac/64Cu-CA9（PD-32766T/PD-32766D）プログラム：
適応症：淡明腎細胞がん（ccRCC)等のがん
モダリティ：
Carbonic Anhydrase IX (「CAIX(CA9)」 ) を 225Ac( 治 療 用
PD-32766T)または64Cu(診断用PD-32766D)で標識した環状ペプチド
（PDPS®を用いて創製）
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提携先：自社品
開発ステータス：
2025年12月、腎臓がんの患者さんを対象とした 225Ac-PD-32766/
64Cu-PD-32766の第1相臨床試験開始に向けた IND申請がFDAに承認さ
れたことを発表しました。第1相臨床試験の開始は2026年を予定してい
ます。第1相臨床試験はオープンラベル、多施設で実施され、淡明細胞型
腎細胞がんの患者さんに対する225AcPD-32766の安全性、忍容性、吸収
線量、初期的有効性を検証するとともに、64Cu-PD-32766の安全性、イ
メージング特性を確認する予定です(ClinicalTrials.gov identifier; 申請
中)。淡明細胞型腎細胞がん（ccRCC）患者さんを対象としたヒューマ
ン・イメージング試験（特定臨床研究（第0相試験）、以下「本特定臨床研
究」）が国立研究開発法人国立がん研究センターで実施されました。本特
定臨床研究においては、合計で５名のccRCC患者さんが登録され、
64Cu-PD-32766の投与の後、PET/CTによるイメージング検査が実施され
ました。64Cu-PD-32766の投与は十分な安全性・忍容性を示し、有害事
象は認められず、５名すべての患者さんにおいてがん組織への蓄積が確認
されました。本特定臨床研究の結果は米国臨床腫瘍学会泌尿器腫瘍シンポ
ジウム（ASCO-GU 2025）で発表しました。また前臨床試験の結果を
2025 米国核医学会年会（SNMMI）、2025 欧州核医学会（EANM）年
次大会で発表しました。

· Novartis社プログラム（放射性核種・標的は非開示）：
適応症：がん
モダリティ：環状ペプチド（PDPS®を用いて創製）
提携先：Novartis社（Novartis社は同プログラムの全世界商業化権を保
有）
開発ステータス：
IND申請の準備は完了しており、安全性、忍容性、線量を確認するための
第1相臨床試験を開始することを予定しています。
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· 225Ac/64Cu-CLDN18.2 (PD-29875T/PD-29875D)プログラム：
適応症：固形がん（胃がん、すい臓がん、胆管がん、泌尿生殖器がん、大
腸がん等）
モダリティ：
Claudin 18.2（CLDN18.2）を225Ac(治療用PD-29875T)または64Cu(診
断用PD-29875D)で標識した環状ペプチド（PDPS®を用いて創製）
提携先：自社品
開発ステータス：
PD-29875T及びPD-29875Dは安全性 、忍容性、線量を確認するための
第1相臨床試験を開始することを目指し、IND申請に向けた各種試験を実
施中です。また、第1相臨床試験の開始に先立ち、64Cu-PD-29875の第0
相臨床試験を2026年に開始する予定です(jRCTs031250563)。第0相臨
床試験は、食道胃接合部がんを含む胃がん患者さんを対象として、
64Cu-PD-29875によるPET/CT検査の有効性、安全性、薬物動態及び被ば
く線量の評価を目的としています。また、PD-29875の前臨床試験の結果
を、American Association Cancer Research (AACR) 年 次 総 会
2025、及び2025 米国核医学会年会（SNMMI）で発表しました。

· Cadherin-3 (CDH3) プログラム（標的は非開示）：
適応症：固形がん（頭頸部扁平上皮がん、トリプルネガティブ乳がん等の
がん）
モダリティ：
Cadherin-3 (CDH3)を225Ac/177Lu(治療用)または64Cu/ 68Ga(診断用)で標
識した環状ペプチド（PDPS®を用いて創製）
提携先：自社品
開発ステータス：
2025年12月23日、放射性2025年12月23日、放射性医薬品における３
つ目の自社プログラムとしてCDH-3（頭頸部扁平上皮がん）を標的とし
た開発候補化合物を発表しました。また、IND申請に向けた準備試験に加
え、第1相臨床試験の開始に先立ち、第0相臨床試験の実施可能性につい
ても検討しています。
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· RayzeBio社/BMS社プログラム（標的は非開示）：
適応症：固形がん
モダリティ： 225Ac (治療用)または68Ga(診断用)で標識した環状ペプチド
（PDPS®を用いて創製）
提携先：
BMS社傘下のRayzeBio社（RayzeBio社/BMS社は全世界の開発販売権を
保持しており、ペプチドリームは日本の開発販売権に関するオプション権
を保有しています）
開発ステータス： IND申請に向けて準備中

· 18F-PD-L1（18F-BMS-986229）プログラム：
適応症：がんのイメージング
モダリティ：18Fで標識されたPD-L1（programmed death ligand-1）
を標的とする環状ペプチド（PDPS®を用いて創製）
提携先：BMS社
開発ステータス：
18F-PD-L1を用いたPET診断による胃食道癌の評価に関する第1相臨床試験
（ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04161781; 米 国 Memorial Sloan
Kettering Cancer Centerにて実施）が完了しました。本試験では、安
全性及び有用性という主要評価項目を達成し、その結果はJournal of
Nuclear Medicineに掲載されました (2024年5月号 : Volume 65,
Issue 5: Cytryn et al., 18F-BMS-986229 PET to Assess
Programmed-Death Ligand 1 Status in Gastroesophageal
Cancer)。18F-PD-L1はPD-L1発現を非侵襲的に可視化し、単一部位の生
検では得られない全身の不均一な分布を把握し、PD-L1の発現に関するよ
り包括的な情報を提供する可能性を示しました。
PET診断により18F-PD-L1集積が確認された患者は、第一選択治療として
PD-1阻害薬を使用した場合に無増悪生存期間(PFS)が有意に延長すること
が示されました（集積あり：PFS中央値28.4か月、集積なし：PFS中央値
9.9か月）。このデータは、18F-PD-L1を用いた診断が、抗PD-1治療対象患
者の適切な選定及び予後予測の改善につながる潜在性を示唆しており、最
適な治療法の選択と治療成績の向上に寄与する可能性があります。
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(A)-4 放射性医薬品（RI）領域の前臨床・創薬プログラム:
上記の臨床ステージプログラムに加えて、ペプチドリームは標的型ペプチド-放

射性核種複合体（RI-PDC）の創薬パイプラインを広範囲に有しており、Novartis
社（2019年、2024年）、RayzeBio社（2020年、現BMS社傘下）、Genentech
社（2023年）と複数の標的を対象とするRI-PDCに関する創薬分野の提携を行っ
ているほか、自社開発プログラムも拡大しています。これらの取り組みから生ま
れたプログラムのうち、臨床候補化合物の選定／IND申請のための試験開始等の
段階まで進んだものについてパイプライン表／リストに掲載しています。また、
ペプチドリームはRayzeBio社/BMS社及びGenentech社とのすべての提携プログ
ラムについて、日本国内での商業化に関するオプション権を保有しています。

(A)-5 放射性医薬品（RI）領域の臨床段階の導入プログラム:
当社グループは、放射性治療薬及び国内での開発・商業化を目的とした放射性

医薬品の導入／提携の機会を積極的に模索しています。ペプチドリームが2022年
にＰＤＲファーマとの経営統合を完了して以来、両社による３件の提携／導入を
実施しました。具体的には、2022年にはLilly社とPET診断薬である18F-フロルタ
ウシピルの日本国内での開発及び商業化に関する共同開発契約を締結し、2023年
にはリンクメッドと放射性治療薬64Cu-ATSMの日本市場での開発及び商業化に向
けた戦略的パートナーシップに合意しました。また、2024年にはCurium社と
177Lu-PSMA-I&T及び64Cu-PSMA-I&Tの日本市場における開発及び商業化に関する
戦略的提携を締結しました。標的型放射性医薬品の開発企業は世界中で急速に増
加しており、その大多数が米国市場に注力している状況において、当社グループ
はそれらの企業が日本市場への参入を希望する際の「パートナー・オブ・チョイ
ス」となることを目指し、独自の地位を構築しています。さらに、高付加価値プ
ログラムの提携／戦略的導入は、当社グループの自社及び共同研究による創薬活
動を補完する重要な戦略となっています。

(A)-6 放射性医薬品（RI）領域：その他
現在、記載する項目はございません。
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(B)Non-RI領域
当社グループは、放射性医薬品事業に加え、PDPS®（Peptide Discovery

Platform System）を中核とする創薬活動において、(1) ペプチド医薬品、(2)
ペプチド-薬物複合体（PDC）、(3) 多機能ペプチド複合体（MPC）の分野でリー
ディング・カンパニーとして各種事業を推進しております。世界的な大手製薬企
業や戦略的提携先との提携・ライセンス契約に加え、自社プログラムも着実に拡
充しており、ペプチドを用いた次世代の革新的医薬品の創製と開発を目指してい
ます。

(B)-1 Non-RI領域の開発パイプライン
当社グループにおけるNon-RI領域の開発パイプラインは以下のとおりです。

（2026年１月末時点）
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· GhRアンタゴニスト（ALXN2420）プログラム：
適応症：先端巨大症
モダリティ：
成長ホルモン受容体アンタゴニスト(GHRA)である環状ペプチド（PDPS®

を用いて創製）
提携先：
Alexion/AstraZeneca社 (Amolyt社は2024年７月にAstraZeneca社に
より買収)
開発ステータス：
先端巨大症の成人患者さんを対象としたグローバル第2相臨床試験が現在
実施されています。第2相臨床試験は、ランダム化、二重盲検、プラセボ
対照、多施設共同の用量探索試験であり、先端巨大症の成人患者さんを対
象としてソマトスタチンアナログ（SSA）と併用した皮下投与による
ALXN2420の有効性、安全性、薬物動態を評価することを目的として実
施されます（ClinicalTrials.gov: NCT07037420）。健常人における安全
性、忍容性、薬物動態の評価を目的とし、2024年５月に完了した第1相
臨床試験では、すべての被験者について治療の忍容性が確認され、安全性
上の懸念は見られませんでした。また、Amolyt社は、新規GhRアンタゴ
ニストであるALXN2420が健常人において血中IGF-1濃度を有意に減少さ
せていることから、今後、先端巨大症の患者さんを対象とする臨床試験へ
と進めていくことを支持する結果であったと報告しています。

· CD38-ARM™（BHV-1100）プログラム：
適応症：多発性骨髄腫
モダリティ：
CD38とIgGを標的とする環状ペプチドを結合させたヘテロ二量体のペプ
チド複合体（PDPS®を用いて創製）
提携先：Biohaven, LTD. (「Biohaven社」)
開発ステータス：
BHV-1100 及 び CIML-NK 細 胞 を 投 与 す る 第 1a/1b 相 臨 床 試 験
（ClinicalTrials.gov Identifier:NCT04634435）は2025年に完了しまし
た。本試験の目的は、サイトカイン誘導性メモリー細胞様（CIML）ナチ
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ュラルキラー（NK）細胞とBHV-1100及び免疫グロブリン(IVIG)による
ex-vivo併用製剤並びに低用量IL-2を初回または2回目の寛解期にある微小
残存病変陽性(MRD+)の多発性骨髄腫(MM)患者に投与し、安全性及び有
効性を評価することにあります。この治療は、細胞表面にCD38を発現す
る骨髄腫細胞を標的としています。本試験には合計7名の患者が組み入れ
られました。BHV-1100プログラムの今後の開発方針等については、
Biohaven社での検討が進められています。

· MSD社プログラム（標的は非開示）：
適応症：非開示
モダリティ：環状ペプチド治療薬（PDPS®を用いて創製）
提携先： Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA (MSD社)
開発ステータス：
MSD社が2018年に実施したPDPS®技術ライセンス契約に基づきMSD社
がペプチドリームのPDPS®を用いて見出した環状ペプチドについては、現
在、健常人を対象に安全性・忍容性・薬物動態を検討する第1相臨床試験
を実施しています（2023年7月開始）。

· MSD社プログラム（標的は非開示）：
適応症：炎症性疾患
モダリティ：環状ペプチド治療薬（PDPS®を用いて創製）
提携先： Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA (MSD社)
開発ステータス：MSD社が2018年に実施したPDPS®技術ライセンス契約
に基づきMSD社がペプチドリームのPDPS®を用いて見出した環状ペプチ
ドについては、現在、健常人を対象に安全性・忍容性・薬物動態を検討す
る第1相臨床試験を実施しています（2024年６月開始）。

· S2-タンパク質阻害薬（PA-001）プログラム：
適応症：新型コロナウイルス感染症
モダリティ：
新型コロナウイルス感染症ウイルスの表面に発現するS2タンパク質を阻害
する環状ペプチド（PDPS®を用いて創製）
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提携先：ペプチエイド
開発ステータス：
2025年９月、ペプチエイドはPA-001の第1相臨床試験（以下「本試験」）
が完了し、良好な安全性・忍容性及び薬物動態の結果が得られたことを発
表しました。本試験は、健常成人及び高齢者を対象に、PA-001の単回及
び反復静脈内投与時の安全性、忍容性及び薬物動態を評価するプラセボ対
照ランダム化二重盲検試験として実施されました。単回投与（18〜
128mg）、反復投与（64mgまたは128mgを５日間）いずれにおいても、
重篤な有害事象や投与中止例は認められませんでした。血中濃度は用量依
存的に増加し、蓄積性は認められませんでした。高齢者においても、非高
齢者と比較して薬物動態に大きな差は認められませんでした。また、健常
者を対象とした試験のため、臨床試験識別コードは付与されていません。
同社は、PA-001の今後の開発方針について検討しています。

· 旭化成ファーマプログラム（標的は非開示）：
適応症：炎症性疾患
モダリティ：環状ペプチド治療薬（PDPS®を用いて創製）
提携先：旭化成ファーマ株式会社（AKP社）
開発ステータス：
2025年12月９日、ペプチドリームとAKP社は、2016年に締結した共同
研究開発契約から最初の医薬品候補化合物が選定されたことを発表しまし
た。当社のPDPS®を用いて創製されたあとAKP社との共同研究開発により
最適化及び開発が進められた環状ペプチド治療薬は、炎症性疾患を対象と
するファースト・イン・クラス及びベスト・イン・クラスとなる可能性を
有しています。なお、本プログラムの臨床開発は、すべてAKP社が実施い
たします。
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· マイオスタチン阻害薬プログラム：
適応症：
肥満症、DMD（Duchene muscular dystrophy、デュシェンヌ型筋ジ
ストロフィー）、SMA（Spinal muscular atrophy、脊髄性筋萎縮症）及
び他の筋疾患
モダリティ:マイオスタチンを阻害する環状ペプチド（PDPS®を用いて創
製）
提携先：自社品
開発ステータス：
当社は、マイオスタチンプログラムの提携交渉を継続して進めています。
また、データパッケージをさらに強化するための追加的な前臨床試験や
IND申請に向けた準備も継続しています。Regeneron社、Lilly社、
Scholar Rock社による最近の報告では、マイオスタチン・パスウェイの
阻害薬が臨床において筋肉の維持効果を示すことが確認されており、当社
が唯一の経口投与可能なマイオスタチン阻害薬を有していることから、本
プログラムの価値向上につながっています。

· IL-17A/ IL-17F 二重阻害プログラム：
適応症： 乾癬（乾癬性関節炎や強直性脊椎炎など複数の自己免疫疾患）
モダリティ：IL-17A/A, IL-17A/F and IL-17F/Fを阻害する環状ペプチ
ド（PDPS®を用いて創製）
提携先：自社品
開発ステータス：
2025年12月５日に開催されたR&D説明会において、自社開発の経口ペプ
チド治療薬として２つ目となる、経口IL-17A/ IL-17F二重阻害薬が臨床開
発ポートフォリオに加わったことを発表しました（説明会資料はウェブサ
イトに掲載しています）。本開発候補化合物は、乾癬疾患モデル動物への
経口投与において、既存の生物学的製剤と同等の有効性を示しました。今
後は、皮膚や筋骨格系の症状に対してより深く持続的な反応をもたらすこ
とで患者さんのQOLを向上させることを目指しています。当社は本プロ
グラムについて臨床試験を視野に入れ、IND申請に向けた試験を進めてい
きます。同時に、グローバル開発を加速し世界中の自己免疫疾患で苦しむ
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患者さんにベスト・イン・クラスの経口治療薬を届けるため、戦略的パー
トナーシップの構築も検討してまいります。

· J&J社プログラム（標的は非開示）：
適応症：炎症性疾患
モダリティ：環状ペプチド治療薬（PDPS®を用いて創製）
提携先：ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J社）
開発ステータス：
2026年１月13日、ペプチドリームは、2017年から開始されたJ&J社と
の共同研究開発契約から最初の開発候補化合物を発表しました。本化合物
は当社のPDPS®を用いて創製され、両社の共同研究開発により最適化及び
開発が進められ、炎症性疾患を対象とするファースト・イン・クラス及び
ベスト・イン・クラスとなる可能性を有しています。なお、本プログラム
の臨床開発は、すべてJ&J社が実施いたします。

· KIT阻害薬（MOD-B）プログラム：
適応症：
マスト細胞により引き起こされる免疫炎症性疾患・アレルギー疾患
モダリティ：KITを阻害する低分子化合物（PDPS®を用いて創製）
提携先：アリヴェクシス株式会社（アリヴェクシス、旧モジュラス）
開発ステータス：
同定された開発候補化合物は、マスト細胞により引き起こされる炎症経路
において重要な役割を果たすキナーゼであるKITに対して選択的阻害活性
を示す新規の低分子化合物（MOD-B）であり、マスト細胞により引き起
こされるアレルギー疾患を含む様々な免疫炎症性疾患などの治療への活用
が期待されます。アリヴェクシスはMOD-Bプログラムの提携・導出活動
に積極的に取り組んでいます。

(B)-2 Non-RI領域の前臨床・創薬プログラム:
上記のプログラムに加えて、ペプチドリームは、(1)ペプチド医薬品、(2)核酸

-PDC(「Oligo-PDC」)、(3)Cytotoxic-PDC(「Cytotoxic-PDC」) (4)多機能ペ
プチド複合体(「MPC」)の４つのモダリティにわたって、提携プログラム・自社
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プログラムの両方で広範囲にわたる前臨床プログラムのパイプラインを有してい
ます。これらの非常に多様なパイプラインについて臨床候補化合物の同定、臨床
試験を進めていくことがペプチドリームの成長及び価値創出に貢献するものと考
えています。これらの取り組みから生まれたプログラムのうち、臨床候補化合物
の選定／IND申請のための試験開始等の段階まで進んだものについてパイプライ
ン表／リストに掲載しています。

ペプチド医薬品領域：
ペプチドリームは、ペプチド創薬分野におけるグローバルリーダー企業の一社とし
て、多様な疾患領域、治療メカニズム、投与経路に対する数多くの提携を通じて、
多岐にわたる有望なプログラムを展開しています。2025年には、ペプチド医薬品
領域において大きな進展が見られ、特に経口剤の分野における進捗が注目されてい
ます。

核酸-PDC／Cytotoxic-PDC領域：
細胞傷害性を有する放射性核種（(A)RIセクション参照）、組織特異的な核酸医薬、
抗がん剤など、多様な治療薬ペイロードを標的部位に送達する手段として環状ペプ
チドの有用性が顕著となっており、ペプチドリーム社はこのPDC領域において先
導的役割を担っています。
塩野義製薬株式会社（2019年、組織を標的としたPDC）、武田薬品工業株式会社
（2020年/2021年、ペプチドリーム株式会社がＪＣＲファーマ株式会社と共同で
見出したトランスフェリン受容体結合ペプチドを用いた筋組織・中枢神経を標的と
したPDC）、Alnylam Pharmaceuticals, Inc.（2021年、組織を標的とした
PDC、Alnylam社）、Lilly社（2022年、組織を標的としたPDC）、MSD社（2022
年、がんを標的としたPDC）、Novartis社（2024年、組織を標的としたPDC）な
どとの提携により、多岐にわたる前臨床段階のプログラムを進めています。2025
年12月、当社はAlnylam社との肝臓以外の様々な臓器に対してsiRNAを送達する
ペプチド-siRNA複合体の創製・開発に関する共同研究開発において重要なマイル
ストーン達成したことを発表しました。このマイルストーンは、PDPS®が、肝臓
以外の臓器で受容体を介したsiRNA治療薬の細胞内への取り込みを可能にするもの
であり、RNAi分野における長年の課題を克服する画期的な可能性を示すものです。
ペプチド-siRNA複合体は、皮下投与により野生型の動物モデルで強力かつ特異的
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に細胞に取り込まれ、標的遺伝子の顕著なノックダウンを示しました。受容体ノッ
クアウトモデルでは活性がほとんど認められなかったことから、標的治療メカニズ
ムによるものであることが確認されました。

MPC領域：
過去10年間において二重特異的抗体が承認され、最近では複数の抗原に同時に結
合可能な三重・多重特異的抗体が登場している中、MPC（多機能ペプチド複合体）
の潜在性が新たな治療薬として拡大しています。環状ペプチドの複数結合により、
多重特異的抗体と同様な多機能分子の創製が可能です。現在、ペプチドリームは前
臨床段階にある自社のMPCプログラムの強化に取り組んでいます。同社は、MPC
が二重特異的抗体や他の多機能分子と比較して優れたモダリティであると考えてい
ます。特に、T細胞及びNK細胞を標的とする新規ペプチドの同定に注力し、これ
らペプチドを上述のがん選択的標的ペプチドと結合させることで、新規のT細胞・
NK細胞エンゲージャー分子の生成が可能となり、有望な治療薬の領域であると期
待されています。また、ペプチドリームは標的タンパク質分解誘導剤の分野におい
ても環状ペプチドの活用を研究しており、その一環として2023年7月にアステラ
ス製薬との提携を発表しました。

(B)-3 Non-RI領域の主なトピックス（2025年12月期）
４月：当社関連会社ペプチグロース株式会社によるKGF代替ペプチド（FGFR2b

アゴニスト、PG-012）の開発完了と販売開始
６月：当社関連会社ペプチエイド株式会社がPA-001の第1相臨床試験において全

被験者の観察期間が完了したことを発表
９月：当社関連会社ペプチエイド株式会社がPA-001の第1相臨床試験完了を発表
11月：当社提携先である Alexion, AstraZeneca Rare Diseaseが先端巨大症

の成人患者さんを対象としたALXN2420 の第2相臨床試験の開始を発表
12月：旭化成ファーマとの創薬共同研究開発プログラムにおいてマイルストーン

達成のお知らせ
12月：Alnylam社との間で進めている共同研究開発プログラムにおいて、前臨床

段階の開発マイルストーンを達成したことを発表
12月：当社関連会社ペプチグロース株式会社によるIL-15代替ペプチド

(PG-013）の開発完了と販売開始を発表
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12月：当社創製の経口IL-17A/IL-17F二重阻害薬が乾癬疾患モデルにおいて生物
製剤と同等の有効性を示す有望な前臨床試験結果について発表

(B)-4 PDPS®の技術ライセンス
当社は現在、11社； BMS社（2013年）、Novartis社（2015年）、Lilly社

（2016年）、Genentech社（2016年）、塩野義製薬（2017年）、MSD社（2018
年）、ミラバイオロジクス株式会社（2018年）、大鵬薬品工業株式会社（2020
年）、Janssen社（2020年）、小野薬品工業株式会社（2021年）、富士レビオ株
式会社（2022年）との間で非独占的技術ライセンス契約を締結しています。同事
業においては、ペプチドリームは、各ライセンス先企業から技術ライセンスフィ
ーに加えて開発プログラムの進捗に応じてマイルストーンフィー、及び上市後の
売上高に応じた売上ロイヤルティを受領する権利を有します。なお、マイルスト
ーンを達成するまでの間は、ライセンス先企業での研究内容や進捗についてペプ
チドリームに知らされることはありません。また、ペプチドリームはPDPS®の技
術ライセンス契約に関心をもつ複数の企業との交渉を継続的に進めています。

(B)-5 Non-RI領域：その他
現在記載する項目はございません。

(C)当社グループの戦略的投資先・関連会社
当社グループの戦略的投資先・関連会社は以下のとおりです（2025年12月末

時点）。
ペプチグロース株式会社（「ぺプチグロース」）:ペプチドリームの出資比率は39.5
％
ペプチグロース（本社：東京都）は、ペプチドリームと三菱商事との間で細胞治

療・再生医療等製品や成長市場である培養肉等の製造等に使用される、細胞培養向
け培地の重要成分である、成長因子を代替するペプチド（「代替ペプチド」）の開
発・製造・販売を行う合弁会社として2020年に設立しました。成長因子は、ヒト
を含む動物の体内に広く存在し、細胞の成長・増殖や、またiPS細胞・ES細胞等の
幹細胞を神経細胞や血液細胞等へと分化誘導させる際に重要な役割を担うタンパク
質です。現在は、動物血清からの抽出物、あるいは組み換え技術によって製造され
たものが主に使用されていますが、不純物混入による安全性上のリスク、製造ロッ
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ト間の品質のばらつき、高額な製造コスト等が、医薬品産業が直面する課題となっ
ています。ペプチドリームがPDPS®を用いて、成長因子と同等の機能を有する代
替ペプチドを同定し、動物血清や組換え技術を用いず化学合成による新規製造手法
を開発します。ペプチグロースが商業ベースでの製造工程・体制を確立すること
で、品質面においては高純度で製造ロット間のバラつきも無くし、またコスト面の
合理化も実現していきます。また、三菱商事が代替ペプチドの販売及び市場拡大を
積極的に図っていきます。ペプチグロースは現在、13個の製品を販売しています。
2021年に、HGF代替ペプチド（PG-001）とTGFβ1阻害ペプチド（PG-002）の
販売を、2022年にBDNF代替ペプチド（PG-003）、BMP4,7阻害ペプチド
（PG-004）、BMP7選択的阻害ペプチド（PG-005）、BMP4選択的阻害ペプチド
（PG-006）の販売を、2023年にVEGF代替ペプチド（PG-007）、Wnt3a代替ペ
プ チ ド （PG-008）、 合 成 EGF （PG-009）、2024 年 に TPO 代 替 ペ プ チ ド
（PG-010）、FGF2代替ペプチド (PG-011）、2025年に KGF代替ペプチド
(PG-012）、IL-15代替ペプチド（PG-013）の販売を開始しました。今後も順次新
たな製品の開発・上市を計画しています。

ペプチエイド株式会社：ペプチドリームの出資比率は39.4％
ペプチエイド（本社：神奈川県）は、新型コロナウイルス感染症治療薬の開発を

目的として、2020年にペプチドリーム、富士通株式会社（富士通）、株式会社み
ずほフィナンシャルグループの連結子会社であるみずほキャピタル株式会社（みず
ほキャピタル）、株式会社竹中工務店（竹中工務店）、及びキシダ化学株式会社（キ
シダ化学）との間で設立した合弁会社です。
ペプチドリームは、PDPS®技術を活用して、新型コロナウイルスの治療薬開発

の候補化合物として、ヒト細胞への侵入に必要不可欠なスパイクタンパク質を標的
とするPA-001を同定しました。2025年、PA-001の米国での第1相臨床試験が完
了しました。
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ペプチスター株式会社（以下 ぺプチスター）:ペプチドリームの出資比率は20％
未満
ペプチスター株式会社（本社：大阪府）は、ペプチドリーム、塩野義製薬株式会

社、積水化学工業株式会社との合弁により、2017年9月に設立されたCDMO
（Contract Development and Manufacturing Organization: 医薬品開発製造
受託機関）です。同社はペプチド原薬の製造プロセスに関する研究開発、製造及び
販売を行っています。ペプチスターは、国内の各社が有する技術を融合し、高品
質・高純度かつ大幅に製造コストを低減する最先端技術の開発及び提供を目指して
います。同社の製造工場は、大阪府摂津市に位置しています。

リンクメッド株式会社：ペプチドリームの出資比率は15％未満
リンクメッド（本社：千葉県）は、『革新的な「見える」がん治療』をいち早く

社会にお届けすることを目指し、量子科学技術研究開発機構（QST）の研究をも
とに2022年に設立された放射性医薬品の開発を行っている研究開発型企業です。
ペプチドリームはリンクメッドによるシリーズA関連資金調達（2023年12月）及
びシリーズB資金調達（2025年１月、４月）に参画したことを発表しました。
2025年11月、リンクメッドは、64Cuの製造及び64Cuを用いた放射性医薬品の製
造を可能とする新たな工場を千葉県に完成させました。

アリヴェクシス株式会社：ペプチドリームの出資比率は5％未満
アリヴェクシス（旧モジュラス、本社：東京都、ボストン）は、2016年に設立

された最先端の計算科学を駆使した高速かつ効率的な低分子医薬品候補化合物のデ
ザインに関する技術を有する創薬企業です。
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(D)サステナビリティ・ESG（環境、社会、ガバナンス）への取り組みと目標
当社グループは、サステナビリティへの取り組みに関して、基本方針、重点取

り組み、主要ポリシー/データを自社WEBサイト上での専用ページやサステナビ
リティレポート等にて積極的に情報開示を行っています。またグループとしての
サステナビリティへの取り組みをより推進するため、2022年７月より、ＰＤＲフ
ァーマでのサステナビリティへの取り組みを検討・推進する「サステナビリティ
推進委員会」をＰＤＲファーマ内に新設しました。

ペプチドリームの事業活動におけるGHG排出量（Scope1及びScope2）は主
に電力消費に由来しており、これまで再生可能エネルギーへのシフトを積極的に
推進する電力会社から電力供給を受けていました。この取り組みをさらに推進す
るため、ペプチドリームの本社・研究所で消費する電力を実質CO2（二酸化炭
素）フリーとなる電力として2022年１月より導入しました。これにより、自社事
業活動における「カーボンニュートラル」を達成しました。

ペプチドリームは、研究開発型のイノベーション企業として、多様性が競争優
位性やイノベーションを生み出し、我々のミッション実現につながることを確信
しています。特に、従業員一人一人の有する専門性やサイエンティフィックな感
性の多様性を重視しており、研究開発及び経営の中核を担う管理職・上級専門職
層において、年齢や性別・文化背景に捉われないサイエンスベースの議論や意思
決定ができる体制の確保が重要と考えています。その前提となる、中核人材（※
１）の多様性を構成する要素として、「博士号 (Ph.D.)取得者比率（2025年12月
末：42.4％、2030年目標：50％以上維持）」、「女性マネージャー比率（同：
16.7％、同：30％以上）」、「外国籍または海外勤務経験者（※２）比率（同：
34.8％、同：30％以上維持）」、「20〜30代（若手）比率（同：18.2％、同：30
％以上）」の４つの定量指標を設定し、これらの現状及び2030年までの目標数値
を定めています。
※１：管理職・上級専門職（役員を除く）
※２：海外での研究・就労経験を有する者（半年未満、または留学を除く）
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当社グループは、サステナビリティに関する継続的な取組みにより各評価機関
から高い評価を受けています。2025年には、グローバルインデックスプロバイダ
ーである FTSE Russellにより構築されたFTSE４Good Index Series 及び
FTSE Blossom Japan Index に ５ 年 連 続、FTSE Blossom Japan Sector
Relative Indexに４年連続で構成銘柄として選定されました。なお、FTSE
Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index は、
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) の国内株式を対象
とするESG総合指数としても採用されています。2022年には、グローバルな
ESG評価機関である Sustainalytics社から、ESGの取り組みに関して業界最高水
準にある（評価対象となっているバイオテック企業439社中、世界第二位）との
高い評価を受け、「TOP-RATED ESG PERFORMER 2022」を受賞しました。
2025年12月、国際的な環境格付け機関であるCDPから「気候変動」に対する取
り組みや情報開示に優れた企業として最高評価の「Aリスト」企業に初選定され
ました。2025年１月、ISS ESGによる「ESGコーポレートレーティング」の「プ
ライム」評価に認定されました。2025年７月、CDPから「CDP 2024 サプライ
ヤー・エンゲー ジメント評価」において、最高評価の「サプライヤー・エンゲー
ジメント・リーダー」に初選定されました。CDP「サプライヤー・エンゲージメ
ント評価」は、気候変動課題に対してどのようにサプラ イヤーと協働して効果的
に取り組んでいるかを評価するものです。CDP気候変動質問書における「ガバナ
ンス」「目標」「スコープ 3 排出量」「バリューチェーン・エンゲージメント」の
4 分野を評価し、最高評価を獲得した企業が「サプライヤー・エンゲージメン
ト・リーダー」に 選定されます。
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以上の結果、当連結会計年度における当社グループ全体として売上収益は
18,521,234千円、Core営業損失4,866,597千円、営業損失5,013,195千円、税
引前損失5,312,129千円、親会社の所有者に帰属する当期損失3,749,204千円と
なりました。
当社グループは、IFRS業績に加えて、会社の経常的な収益性を示す指標として

非経常的な項目をNon-Core調整として除外したCoreベースの業績を開示してい
ます。当該Coreベースの業績は、IFRS業績から当社グループが定める非経常的な
項目を調整項目として除外したものです。
Core営業利益は営業利益から企業買収に係る会計処理の影響及び買収関連費

用、有形固定資産、無形資産及びのれんに係る減損損失、損害賠償や和解等に伴
う損益、非経常的かつ多額の損益、個別製品または開発品導入による無形資産の
償却費を控除して算出しております。
なお、Core営業利益から営業利益への調整は以下のとおりです。

(単位：千円)
2025年12月期

Core営業利益（△損失） △4,866,597
企業買収に係る会計処理の影響及び買収関連費用 146,597
有形固定資産、無形資産及びのれんに係る減損損失 −
損害賠償や和解等に伴う損益 −
非経常的かつ多額の損益 −
個別製品または開発品導入による無形資産の償却費 −

営業利益（△損失） △5,013,195
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資は総額3,428,462千円であり、その主なもの

は研究開発機器であります。事業別の設備投資は次のとおりです。
事業名称 投資額（千円） 設備内容 資金調達方法

創薬開発事業 557,961 研究開発機器 自己資金
放射性医薬品
事業 2,870,501 研究開発機器

製造機器 自己資金

合 計 3,428,462

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。

（4）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
①株式の取得または処分の状況
会社名 株式の種類 取得株式数 取得金額 取得年月日

リンクメッド（株） 種類株式 15,000株 300百万 2025年１月10日

（5）財産及び損益の状況の推移

区 分 第17期
2022年12月期

第18期
2023年12月期

第19期
2024年12月期

第20期
(当連結会計年度)
2025年12月期

売 上 収 益 (千円) 26,852,430 28,712,194 46,676,523 18,521,234

親会社の所有者に帰属する当期利益（△損失） (千円) 7,554,358 3,035,832 15,014,922 △3,749,204

基本的１株当たり当期利益（△損失） (円) 58.19 23.41 115.85 △28.99

資 産 合 計 (千円) 63,865,200 69,464,013 92,769,826 77,033,187

資 本 合 計 (千円) 32,041,465 40,349,709 56,762,298 51,528,263

１株当たり親会社所有者帰属持分 (円) 246.63 311.16 437.63 398.53

（注）基本的１株当たり当期利益（△損失）は、期中の平均発行済株式総数により、１株当たり親会
社所有者帰属持分は期末発行済株式総数により算出しております。
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（6）対処すべき課題
①事業の概況と取り組み
当社は現在、成長の重要な新たな局面に入り、臨床開発パイプラインが大きく

拡充しています。これは、当社の多くの創薬共同研究開発プログラムが臨床開発
段階へと進展していることに加え、当社が戦略的に拡充している自社プログラム
もより多く臨床開発へと進めていることによるものです。当社独自の技術的優位
性を活かした５つの重点領域への戦略的集中とあわせ、これらの取り組みは、革
新的な次世代医薬品を世界中の患者さんに提供するグローバル製薬企業へ成長を
遂げるという、当社の長期ビジョンを支えるものです。本戦略の主なポイントは
以下のとおりです。

・ パイプライン成長の加速
当社の臨床開発段階にあるパイプラインは、2025年にほぼ倍増し、この急速な
成長は2026年も継続する見込みです。2025年には新たに６つのプログラムが臨
床試験へ移行し、進行中の臨床開発プログラム数は2024年末の７件、2023年末
の５件から増加し、2025年末時点で13件となりました。2026年には、少なくと
もさらに6つのプログラムが臨床開発段階へ移行することを見込んでおり（最大で
12件となる可能性あり）、これにより2026年末時点の臨床開発パイプラインは
19〜25件に拡大する見通しです。こうした臨床開発プログラムの顕著な拡大は、
当社の創薬プラットフォームの高い生産性と、提携プログラムおよび自社創薬プ
ログラムの多数が成熟段階に入っていることを反映しており、今後も継続すると
見込んでいます。
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・ 技術的優位性を活かした5つの重点領域への注力
ペプチドリームは、創薬技術として高い実績を持つPDPS®プラットフォームお

よびこれまでに蓄積してきた知見と高い親和性を有する５つの重点領域に研究開
発資源を戦略的に集中しています。これらの領域は、環状ペプチドの創製および
ペイロードとのコンジュゲーションにおける当社の技術的優位性と実績を最大限
に活かす観点で選定されました。競争優位性を有する分野に注力することで、当
社はパイプラインの効率的な拡充と高付加価値プログラムの開発を加速してまい
ります。

・ 「ディスカバリー＆ディベロップメント」モデルへの移行
当社は今後、グローバル創薬企業から、創薬と開発を一体で推進する「ディス

カバリー＆ディベロップメント」企業へと移行します。当社は2006年の設立以
降、PDPS®ペプチド創薬プラットフォームの確立を起点に、革新的な創薬力と製
薬企業との提携ネットワークにより、グローバルな創薬パートナーとして成長し
てまいりました。その過程で、RI領域およびnon-RI領域の両モダリティにまたが
る５つの重点領域を戦略領域として特定し、自社創薬にも取り組んできました。
現在では、多数の創薬プログラムが創出されており、これらを開発段階へと積
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極的に進める戦略へと舵を切っています。これまでの共同研究開発から生まれた
提携プログラムは臨床試験へと進展しており、自社プログラムについても臨床試
験を開始しています。また、前臨床パイプラインも同様に拡大しており、共同研
究開発プログラムに加え、５つの重点領域における多数の自社プログラムを含む、
より厚みのある構成となっています。当社は、ペプチド医薬品の創製にとどまら
ず、開発、さらには将来的な商業化を目指す企業へと進化しています。

・ 長期ビジョン：グローバル製薬企業への進化
これら一連の取り組みは、将来的に「グローバル製薬企業」へと変革するとい

う当社の長期ビジョンに基づくものです。この実現に向けて、臨床開発を推進し、
将来的に当社の製品をグローバル展開していくための基盤構築を進めていきます。
「革新的な次世代医薬品を世界中の患者さんに届ける」という当社の使命のもと、
ペプチド創薬の成果を、臨床、そして市場へとつなげていきます。

ペプチドリームの今後の方向性は、臨床開発パイプラインの拡充、パートナー
との創薬共同研究開発に加え自社創薬・開発への戦略的な展開、環状ペプチドが
競争優位性を発揮できる５つの重点領域へのプラットフォームの集中的活用、そ
してグローバル製薬企業への成長に向けた取り組みにより構成されています。新
たに臨床開発段階へ移行する各プログラムは、当社の長期的な価値を創出し、こ
れまでの卓越した創薬の成果をもとに、革新的で患者さんの人生を変える革新的
な医薬品を、世界中に提供していくことを目指しています。
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②資金計画について
当社グループは、当連結会計年度において営業損失を計上した結果、複数の金

融機関と締結しているシンジケートローン契約（当連結会計年度末現在の残高
17,100,000千円）に付されている財務制限条項に抵触しておりますが、当社グ
ループは、当該シンジケートローン契約のリファイナンスを予定していることか
ら、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しており
ます。

③特定の者による一部不適切な試薬類の発注・持ち出しを契機とした再発防止策
の策定とガバナンス強化について
当社は、2025年４月22日に当社創薬開発事業において、2017 年３月から

2025 年１月にかけて、特定の者による一部不適切な試薬類の発注・持ち出しが
あった可能性を認識し、公正かつ適正な調査を行うため2025年５月13日に外部
の有識者を含めた特別調査委員会を設置し、2025年８月６日に調査報告書を受領
いたしました。調査の結果、以下の点が明らかとなりました。
・2017 年３月から 2025 年１月にかけて当社に納品された最大 752 個

（約5,428 万円相当）の試薬類が、試薬類の発注・管理を所管していた元当社取
締役副社長 COO（以下、「A 氏」）の指示により発注され、A 氏自身の手によっ
て無断で社外に持ち出されたこと、あるいはその可能性が高いことが認められま
した。
・A 氏についてさらに、当社取引先等から業務委託契約を受託し、対価として

金銭を受領していた行為が判明しました。
上記の件について、以下のとおり財務諸表への影響は軽微であり、追加の費用

計上は不要であることが確認されました。
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百万円
会計年度 2017/6期 2018/6期 2019/6期 2019/12期 2020/12期

営業利益 2,490 2,911 3,580 △887 6,991

本件が発生して
いなかった場合の

営業利益
2,492 2,913 3,582 △886 6,997

営業利益に
対する割合 0.1% 0.1% 0.1% - 0.1%

会計年度 2021/12期 2022/12期 2023/12期 2024/12期 2025/12期

営業利益 4,066 8,980 6,773 21,114 △5,013

本件が発生して
いなかった場合の

営業利益
4,078 8,994 6,780 21,123 △5,011

営業利益に
対する割合 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% -

しかしながら、このような件が発生したことに関して当社としては重く受け止
めるとともに、再発防止を徹底する必要性が高いと認識いたしました。当社は、
本件が発覚した2025年５月に代表取締役社長CEO（当時）を全体統括とする再
発防止策検討タスクフォースを発足、調査報告書受領後は再発防止策実行タスク
フォースとして調査報告書の内容を踏まえた原因分析、及び再発防止策の検討を
進めてまいりました。その結果をふまえ、2025年10月23日に当社取締役会にお
いて原因分析及び再発防止策の策定を決議いたしました。
本件においては、実行当事者であるA氏による内部統制の無効化及び不正行為

が直接的な原因であると考えられるものの、当社においてこれらの不適切な行為
を発見・是正することができなかったことの背景として、以下の要因があったも
のと考えられます。
（１）試薬類の発注・管理業務のブラックボックス化
（２）研究総務グループにおけるリスク管理意識・発見統制プロセスの弱さ
（３）内部通報制度による相互監視の不全
再発防止を徹底するとともに、当社のガバナンスをより一層強化するため以下

の再発防止策を策定・実施いたしました。
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（１）IT システム導入による情報の見える化（ブラックボックス化の防止）
試薬類の発注・管理業務について、ITシステムの導入を行いました。
（２） 試薬類の発注・管理に関する組織体制の見直し・強化
試薬類の発注・管理業務の主管部門である研究総務グループの組織体制を見直

し、及びリスク管理に関するマネジメントへのレポーティングを強化いたしまし
た。
（３）定期モニタリングを通じた発見統制プロセスの強化
試薬類の発注記録や在庫情報等に基づいて、不正検知を支援する分析ツールや

AI 等も活用した定期モニタリングを今後定期的に実施いたします。
（４） 全役職員のコンプライアンス感度向上
2025年10月に全役職員を対象としたコンプライアンス研修を実施いたしまし

た。
（５） 内部通報制度の周知徹底と相互監視の強化
2026年１月に全役職員を対象に実施されたタウンホール・ミーティングにお

いて、内部通報制度について改めて周知をいたしました。
（６）潜在的な不正行為に対する設備面からの牽制強化
防犯用の監視カメラの増設・機能強化を行いました。
（７） 取締役会・各委員会等における監督機能、検証態勢の強化
2026年２月より、業務執行役員及び主要なコーポレート部門リーダーを構成

メンバーとするExecutive Leadership Teamを新たに設置いたしました。当社
の業務執行における主要な意思決定をExecutive Leadership Teamに集約し、
また取締役から各機能部門リーダーへの権限移譲を進めることで、過度な権限集
中を回避するとともに、より透明性の高い業務執行体制を構築してまいります。
また、指名・報酬委員会の体制において独立社外取締役・監査等委員の割合を高
め、より独立性や客観性の高い指名ガバナンスを構築してまいります。
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（7）重要な子会社の状況
①重要な子会社の状況

会社名 所在地 資本金 議決権の
保有割合 主な事業内容

PDRファーマ
株式会社 東京都 100百万円 100.0％ 放射性

医薬品事業

②特定完全子会社の状況
会社名 住所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

PDRファーマ
株式会社

東京都中央区京橋
二丁目14番１号 29,032百万円 70,066百万円

（8）主要な事業内容

事業名称 事業内容

創薬開発事業

創薬開発事業として、当社は当社独自の創薬プラットフォーム
システムであるPDPSを中核とした創薬基盤技術を活用した①創
薬共同研究開発、②PDPSの技術ライセンス、③戦略的提携によ
る自社パイプラインの拡充を行っております。

放射性医薬品
事業

放射性医薬品事業として、心臓、脳の血流やがんの骨転移など
を検査する診断用放射性医薬品（SPECT用診断薬、PET用診断
薬）及び褐色細胞腫等のアンメットメディカルニーズに対応す
る治療用放射性医薬品の研究開発から製造販売までを行ってお
ります。

（9）主要な事業所
①当社

名 称 所 在 地
本社研究所 神奈川県川崎市川崎区

②子会社
名 称 所 在 地
本社 東京都中央区
千葉事業所 千葉県山武市
川崎PETラボ 神奈川県川崎市川崎区
茨木PETラボ 大阪府茨木市
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（10）従業員の状況
①当社グループの従業員の人数

従業員数 前連結会計年度末比増減

645名 24名増
（注）従業員数には、パート及び派遣社員は含まれておりません。
②当社の従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

169名 12名増 40.2歳 5.4年

（注） 従業員数には、パート及び派遣社員は含まれておりません。

（11）主要な借入先
（単位：千円）

借入先 借入金残高

シンジケートローン 17,100,000
（注）シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を幹事とする３社（株式会社みずほ銀行、株式会

社日本政策投資銀行、三井住友信託銀行株式会社）の協調融資によるものです。
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2. 会社の株式に関する事項

（1) 発行可能株式総数 普通株式 342,400,000株

（2）発行済株式の総数 普通株式 130,010,400株

（3）株主数 27,740名

（4) 大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信
託口） 17,595,800

株
13.53

％

窪田 規一 12,350,000 9.50

菅 裕明 11,930,538 9.18

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 11,718,700 9.01

村上 裕 4,489,200 3.45

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505301 4,293,201 3.30

リード・パトリック 4,156,500 3.20

HSBC BANK PLC A/C M AND G（ACS）
VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND 2,159,400 1.66

BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC
SECURITIES/UCITS ASSETS 2,089,500 1.61

BROWN BROTHERS HARRIMAN（LUXEMBOURG）
SCA CUSTODIAN FOR ARCUS FUND SICAV-
ARCUS JAPAN FUND

2,039,000 1.57

（注） 持株比率は自己株式（335株）を控除して計算しております。なお、自己株式の数には、
株式給付信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当
社株式796,100株は含まれておりません。

（5)当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はございません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はございません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権の
状況

該当事項はございません。

（3）その他新株予約権等の状況
第８回新株予約権 第９回新株予約権

発行決議日 2021年11月18日 2024年４月１日

新株予約権の数（個） 23,200 32,700
新株予約権の目的となる株式
の種類と数（株） 普通株式 2,320,000 普通株式 3,270,000

新株予約権の払込金額 新株予約権1個につき700円 新株予約権1個につき500円
新株予約権の行使に際して出
資される財産の金額（円） 2,893 1,423.5

権利行使期間 2027年４月１日〜
2032年３月31日

2024年４月26日〜
2034年３月31日

新株予約権の行使により株式
を発行する場合における増加
する資本金及び資本準備金
（円）

資本金 1,450
資本準備金 1,450

資本金 714.25
資本準備金 714.25
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主な新株予約権の行使の条件

(1)2022年12月期から2026年
12月期までの事業年度において、
EBITDAの累計額が、下記(a)ま
たは(b)に定める水準を超過した
場合、それぞれに定められてい
る割合（以下、「行使可能割合」
という。）を上限として、これ以
降本新株予約権を行使すること
ができる。
(a) EBITDAの累計額が450億円
を超過した場合：行使可能割合
割り当てられた本新株予約権の
50％
(b) EBITDAの累計額が500億円
を超過した場合：行使可能割合
割り当てられた本新株予約権の
100％
なお、上記におけるEBITDAは当
社の損益計算書(連結損益計算書
を作成している場合には連結損
益計算書)に記載された税引前当
期純利益に支払利息及びM&A関
連費用を加算し、キャッシュ・
フロー計算書(連結キャッシュ・
フロー計算書を作成している場
合には連結キャッシュ・フロー
計算書)に記載された減価償却費、
のれん償却費、減損損失を加算
した額をいう。加えて、当該損
益計算書に本新株予約権に係る
株式報酬費用が計上されている
場合には、これによる影響を排
除した株式報酬費用控除前
EBITDAをもって判定するものと
する。
(2)本新株予約権１個未満の行使
を行うことはできないものとす
る。

(1)新株予約権の割り当てを受けた者
(以下「新株予約権者」という。)は、
2024年12月期乃至2031年12月期
までの事業年度において、EBITDA
の累計額が、下記(a)または(b)に定
める水準を超過した場合、それぞれ
に定められている割合(以下、「行使
可能割合」という。)を上限として、
当該水準を超過した事業年度の有価
証券報告書が提出された翌月１日か
ら、これ以降本新株予約権を行使す
ることができる。ただし、当該行使
可能割合の計算により、行使可能と
なる本新株予約権に１個未満の端数
が生じた場合については、１個未満
の端数については切り捨てるものと
する。
(a) EBITDAの累計額が900億円を超
過した場合：行使可能割合 割り当て
られた本新株予約権の50％
(b) EBITDAの累計額が1,000億円を
超過した場合：行使可能割合 割り当
てられた本新株予約権の100％
なお、上記における１事業年度に係
るEBITDAは当社の連結損益計算書
に記載された税引前利益に、連結キ
ャッシュ・フロー計算書に記載され
た減価償却費、減損損失、支払利息
を加算した額をいう。また、当該
EBITDAの判定に際しては、適用さ
れる会計基準の変更や当社の業績に
多大な影響を及ぼす企業買収等の事
象が発生し、連結損益計算書または
連結キャッシュ・フロー計算書の数
値を直接参照することが適切ではな
いと当社取締役会が判断した場合に
は、当社は合理的な範囲内で別途参
照すべき指標を取締役会が定めるこ
とができるものとする。加えて、当
該連結損益計算書に本新株予約権に
係る株式報酬費用が計上されている
場合には、これによる影響を排除し
た本新株予約権に係る株式報酬費用
控除前EBITDAをもって判定するも
のとする。
(2)新株予約権者の相続人による本新
株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当
社の発行済株式総数が当該時点にお
ける発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権
の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権１個未満の行使を
行うことはできない。

割当先
取締役及び従業員 25名
（監査等委員を除く）
取締役 ３名
（監査等委員）

取締役及び従業員 34名
子会社取締役及び従業員９名
外部協力者 １名
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

地位及び担当 氏 名 重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 CEO リード・パトリック

取 締 役 副 社 長 CFO 金 城 聖 文
取 締 役
（常 勤 監 査 等 委 員） 神 谷 紀 一 郎 ファスタイド株式会社代表取締役社長

取 締 役
（監 査 等 委 員） 花 房 幸 範

アカウンティングワークス株式会社代表取締役
株式会社ギフト社外取締役（監査等委員）
アイザワ証券グループ株式会社社外取締役
（監査等委員）

取 締 役
（監 査 等 委 員） 宇 都 宮 純 子

宇都宮・清水・陽来法律事務所代表パートナー
株式会社ZOZO社外取締役（監査等委員）
ラクスル株式会社社外取締役（監査等委員）
平和不動産株式会社社外取締役

取 締 役
（監 査 等 委 員） 西 山 潤 子 株式会社荏原製作所社外取締役監査委員会委員長

戸田建設株式会社社外監査役
（注）1. 取締役神谷紀一郎、花房幸範、宇都宮純子及び西山潤子の４氏は、社外取締役であります。

2. 社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査担当者との連携
を密に図ることにより得られた情報を基に、監査等委員会による監査の実効性を高めるた
め、常勤の監査等委員を選定しております。

3. 取締役神谷紀一郎、花房幸範、宇都宮純子及び西山潤子の４氏は、東京証券取引所に対し、
独立役員として届け出ております。

4. 取締役（監査等委員）の花房幸範氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

5. 取締役（監査等委員）の宇都宮純子氏は、弁護士の資格を有しており、法務及びコンプライ
アンスに関する相当程度の知見を有するものであります。

6. 2025年３月27日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって、舛屋 圭一、笹岡三千雄氏
及び長江敏男氏は任期満了により退任しております。

（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しており、その内容は次のとおりであります。
①被保険者の範囲
当社及び子会社の取締役及び監査役全員

②被保険者の実質的保険料負担割合
保険料は特約部分も含め当社が負担しており、被保険者(当社を除く。)の実

質的な保険料負担はありません。
③補填対象となる保険事故の概要
当該保険契約では被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負う

こと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害について補填することとされております。
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④役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補

填されないなど、一定の免責事由があります。

（3）当事業年度に係る取締役の報酬等の額
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
＜報酬制度の基本方針＞
取締役の報酬については、短期業績目標及び中期目標の実現に向けて、優秀な人

材の確保と適切な動機づけを可能とし、グローバル企業としてふさわしい水準とし
て決定する方針としております。また市場競争力を担保するため、国内の大手製薬
企業をベンチマークとして、国内の大手企業が参加する報酬調査結果等も踏まえて、
毎年報酬水準の妥当性を検証しております。

＜報酬制度の概要＞
取締役（監査等委員を除く）の報酬については、日々の業務執行の対価として、

期待される役割・職務を踏まえた固定報酬を支給するとともに、業績目標等の達成
状況を踏まえた業績連動報酬を支給しております。業績連動報酬は、固定報酬の０
％から150％の範囲で決定され、報酬全体に占める業績連動部分の構成割合が０％
から60％の範囲となるよう設定しております。また、監査等委員である取締役の報
酬については、その職責に鑑み、業績連動報酬制度を採用せず、固定報酬のみとし
ております。
当社の業績連動報酬については、「株式給付信託（BBT）」と「賞与」の２つを導

入しております。「株式給付信託（BBT）」は、業績連動型株式報酬制度として、取
締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）が在任中に付与されたポイ
ントに基づき、退任時に株式と金銭を受け取る仕組みであり、取締役の報酬と当社
の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役の中長期的な業績の向上と
企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としております。一方で「賞与」
は、短期的な業績連動報酬として、対象事業年度における業績達成への貢献意識を
高めることを目的としております。当社は、取締役会において、取締役の個人別の
報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

＜報酬等の決定方法＞
取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬額については、会社全体の業績等を勘

案しつつ、各取締役の評価を行うには代表取締役社長CEOが適しているという理由
から取締役会の決議により代表取締役社長CEOリード・パトリックに一任しており
ます。その権限の内容は、取締役の報酬等の決定方針に基づいた個人別の報酬額の
決定であります。なお、取締役の報酬額については、独立性及び客観性を担保する
観点から、事前に独立社外取締役とその他の取締役で構成される指名・報酬委員会
に諮ることとしており、当該委員会からの答申を尊重する形で代表取締役社長CEO
が決定していることから、取締役会はその決定内容が会社の方針に沿うものである
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と判断しております。
監査等委員である取締役の報酬額の決定については、監査等委員である取締役の

協議により決定しております。

②業績連動報酬に係る指標、その選定理由及び実績
＜業績連動報酬の算定方法＞
取締役（監査等委員を除く）の業績連動報酬は、下記の算式により算出しており

ます。
・業績連動報酬＝固定報酬×(定量評価係数※１×ウエイト※２ ＋定性評価係数※
１×ウエイト※２）

※１「定量評価係数」及び「定性評価係数」とは、会社の業績指標に対する達成
度の評価結果であります。
当社は、取締役の短期的及び中長期的な成果を測るため、業績指標として「定量

評価指標」と「定性評価指標」の２つの指標を設定しており、各評価係数を決定し
ております。
「定量評価指標」については、a.連結売上収益成長率（過去2年の連結売上収益の

平均と比較した当期の連結売上収益の成長率）、b.連結.売上収益業績目標の達成、c.
連結Core営業利益業績目標の達成についてあらかじめ達成基準を設定し、それらの
達成状況に基づいて達成度（５段階）を決定しております。当連結会計年度におい
ては、連結売上収益成長率（過去2年の連結売上収益の平均と比較した当期の連結売
上収益の成長率）は5％、連結売上収益業績目標は49,000百万円、連結Core営業利
益業績目標は21,700百万円をそれぞれ基準として設定しておりました。
「定性評価指標」については、10項目をあらかじめ指標として設定し、各項目に

ついて指名・報酬委員会の各委員が独立に評価を行ったうえで、それらに基づく総
合評価及び協議により達成度（７段階）を決定しております。

※２「定量評価係数」及び「定性評価係数」のウエイトについては、経営環境等
から総合的な検討を行ったうえで、指名・報酬委員会において年度ごとに適切な水
準をあらかじめ決定しております。
当事業年度においては、「定量評価係数」のウエイトは75％、「定性評価係数」の

ウエイトは75％として設定しておりました。

＜業績連動報酬に係る各評価指標の達成状況及び実績＞
定量評価指標については、当連結会計年度において連結売上収益成長率（過去2年

の連結売上収益の平均と比較した当期の連結売上収益の成長率）は△50.9％、連結
売上収益18,521百万円、連結Core営業損失△4,866百万円となり、あらかじめ設
定した達成基準について未達となったことから全体の達成度は5段階中の１、定量評
価係数は０と決定いたしました。
定性評価指標については、各項目について指名・報酬委員会で検討した結果、一
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定の達成度は認められたものの、業務執行取締役から当事業年度業績が赤字決算と
なったことを鑑みて定性評価係数を０とする旨の自主的な申し出があったことから、
定性評価係数は０と決定いたしました。従いまして、当連結会計年度における業績
連動報酬は固定報酬の０%と決定いたしました。

③取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査等委員である取

締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。取締役（監査等委員である取
締役を除く。）の報酬については、2015年９月18日開催の第９回定時株主総会にお
いて、報酬限度額を年額1,000百万円以内（うち社外取締役分は100百万円以内）
と定めております。なお、かかる決議の対象となる取締役（監査等委員である取締
役を除く。）は、当該決議時点において５名（うち社外取締役１名）となります。ま
た、これとは別枠で取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の業
績連動型株式報酬については、2021年３月25日開催の第15回定時株主総会におい
て、信託に拠出する上限額（３事業年度を対象）を300百万円、かつ付与される１
事業年度当たりのポイント数の合計の上限を16,666ポイント（33,332株）と定め
ております。なお、かかる決議の対象となる取締役（監査等委員である取締役を除
く。）は、当該決議時点において３名となります。
監査等委員である取締役の報酬については、2015年９月18日開催の第９回定時

株主総会において、報酬限度額を年額200百万円以内と定めております。なお、か
かる決議の対象となる監査等委員である取締役は、当該決議時点において３名とな
ります。

④取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)
対象とな
る役員の
員数(名)

固定報酬
業績連動報酬

退職
慰労金賞与

株式給付
信託
(BBT)

取締役
(監査等委員を除く） 265,362 265,362 − − − ３名
（うち社外取締役） (−) (−) (−) (−) (−) (−名)

取締役
（監査等委員） 27,933 27,933 − − − 6名

（うち社外取締役） (27,933) (27,933) (−) (−) (−) (6名)
（注）期末日現在の役員数は取締役６名(うち社外取締役４名)であります。
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（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

取締役（常勤監査等委員）神谷紀一郎氏は、ファスタイド株式会社代表取締
役社長を兼務しております。当社はファスタイド株式会社との間に取引関係は
ありません。
取締役（監査等委員）花房幸範氏は、アカウンティングワークス株式会社代

表取締役、株式会社ギフト社外取締役（監査等委員）、アイザワ証券グループ株
式会社社外取締役（監査等委員）を兼務しております。当社はアカウンティン
グワークス株式会社、株式会社ギフト、アイザワ証券グループ株式会社との間
に取引関係はありません。
取締役（監査等委員）宇都宮純子氏は、宇都宮・清水・陽来法律事務所代表

パートナー、株式会社ZOZO社外取締役（監査等委員）、ラクスル株式会社社
外取締役（監査等委員）、平和不動産株式会社社外取締役を兼務しております。
当社は宇都宮・清水・陽来法律事務所、株式会社ZOZO、ラクスル株式会社、
平和不動産株式会社との間に取引関係はありません。
取締役（監査等委員）西山潤子氏は、株式会社荏原製作所社外取締役監査等

委員長、戸田建設株式会社社外監査役を兼務しております。当社は株式会社荏
原製作所、戸田建設株式会社との間に取引関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況
氏 名 地 位 主な活動状況

神谷 紀一郎 取 締 役
(監査等委員)

取締役（監査等委員）就任後に開催された取締役会17
回のうち17回、監査等委員会15回のうち15回に出席
いたしました。常勤監査等委員として当社取締役の業
務執行状況を監視し、必要に応じ、適宜発言を行って
おります。また、任意の指名・報酬委員会においては、
委員長として、独立した立場から客観的な議論となる
よう主導し、取締役会への諮問にあたり重要な役割を
果たしております。

花 房 幸 範 取 締 役
(監査等委員)

当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回、監
査等委員会18回のうち18回に出席いたしました。主に
公認会計士としての豊富な経験から、必要に応じ、当
社の業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確
保及び独立した客観的な立場から適宜発言を行ってお
ります。

宇都宮 純子 取 締 役
(監査等委員)

当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回、監
査等委員会18回のうち18回に出席いたしました。主に
弁護士としての豊富な経験から、必要に応じ、当社の
業務執行に関する意思決定の適法性・妥当性の確保及
び独立した客観的な立場から適宜発言を行っておりま
す。

西 山 潤 子 取 締 役
(監査等委員)

取締役（監査等委員）就任後に開催された取締役会17
回のうち17回、監査等委員会15回のうち15回に出席
いたしました。主に経営者としての豊富な経験から、
必要に応じ、適宜発言を行っております。また、任意
の指名・報酬委員会においては委員として、独立した
立場から客観性のある観点からの意見を述べ、取締役
会への諮問にあたり重要な役割を果たしております。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役とは、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円と法令の定める最低責任限度
額とのいずれか高い額としています。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額及び監査等委員会が同意をした理由

① 公認会計士法第２条第１項の業務（監査証明業務）の
対価として当社が支払うべき報酬等の額 66,660千円

② 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務の
対価として当社が支払うべき報酬等の額 −千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 66,660千円

（注）1. 当社と会計監査人との監査契約において、金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監
査の監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①にはこれらの合計金額を
記載しております。

監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の内容、会計監査の職務遂行
状況及び報酬の算出根拠等を精査したうえで、当該会計監査人の報酬等について
妥当であると判断し、同意しております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要がある

と判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締
役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解
任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に
招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告
いたします。

（4）責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人とは、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円と法令の定める最低責任限度額との
いずれか高い額としています。

６. 剰余金の配当等の決定に関する方針
一般には、バイオベンチャー企業の場合は研究開発活動のために剰余金は内部

留保に充当すべきとの考え方も存在します。しかしながら、当社においては配当
による株主様への利益還元も重要な経営課題だと認識しております。
当社は、将来においても安定的な収益の獲得が可能であり、かつ、研究開発資

金を賄うに十分な利益が確保できる場合には、将来の研究開発活動等に備えるた
めの内部留保充実の必要性等を総合的に勘案したうえで、利益配当についても検
討してまいります。なお、当社は「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に
定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に
より定めることができる」旨を定款に定めております。
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７. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制、

その他株式会社の業務並びに株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適
正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その概要
は、下記のとおりであります。
なお、当該体制の2025年１月１日から2025年12月31日までの運用状況につい

ては、定例取締役会（12回開催）及び臨時取締役会（９回開催）を開催し、重要な
意思決定及び取締役の業務執行状況に関する監督が行われたほか、監査等委員会が
18回開催されております。また、内部監査計画に基づく内部監査を実施し、業務の
適正を確保するための対応を継続しております。

（1） 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制
ア 取締役会は、企業行動憲章を制定し、当社グループにこれを周知徹底す

る。
イ 代表取締役社長は、取締役からコンプライアンス・リスクマネジメント

統括責任者を任命し、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会が
コンプライアンス体制を整備する。

ウ 監査等委員会は、監査等委員会監査基準等に基づき、取締役会に出席す
るほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行を監査す
る。

エ 内部監査人は、使用人が法令及び定款並びに会社諸規程に準拠した業務
執行を行っているかを定期的に監査し、監査結果について使用人に対し
講評するとともに、代表取締役社長に対し監査報告を行う。

（2） 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録及び取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行

に係る文書及び情報につき、文書管理規程等必要な規程を制定し、これらの
規程等に従い情報を適切に保存及び管理するものとし、必要な関係者が閲覧
できる体制とする。

（3） 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は経営に重大な影響を及ぼすリスクに備えるためコンプライアン

ス・リスクマネジメント委員会を設置するとともに、リスク管理に係る規程
を制定し、想定されるリスクの洗出しと予防策の策定、並びにリスクが発生
した際の危機管理体制を整備する。
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（4） 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制
ア 取締役会は、中期経営計画及び年次経営計画を策定し、各部門は当該計

画の達成のために適切な運営活動を実施する。
イ 取締役会は、業務分掌規程及び職務権限規程、稟議規程等を制定し、こ

れらの規程に基づき使用人に権限を委譲し、決裁権限を明確にすること
により、職務の執行を円滑なものとする。

ウ 業務執行の管理・監督を行うため、定例取締役会を月１回開催するほか、
必要に応じ臨時取締役会を開催する。

エ 定例取締役会において月次業績の分析・評価を行い、必要な措置を講ず
る。

（5） 当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループの取締役は、当社各部門及びグループ会社の業務執行の適正を

確保する内部統制システムの確立とその運用について権限と責任を有する。
当社は、子会社の重要な意思決定事項について、事前に当社取締役会で審議

するほか、その他必要な情報について随時報告を求めるものとする。

（6） 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置するとともに、配置

に当たっての具体的な内容（組織、人数、その他）については、監査等委員
会と協議し、その意見を十分考慮して配置する。

（7） 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）からの独立性に関する事項
ア 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の独立性を確保する

ため、監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その
命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、部長等の指
揮命令を受けない。

イ 当該使用人の人事異動及び評価等については、監査等委員会の事前の同
意を得て決定する。

（8） 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その
他の監査等委員会への報告に関する体制
ア 取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて業務執行状況を報告

する。
イ 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があ

ることを発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。
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ウ 内部通報制度に基づく通報または監査等委員会に対する職務の執行状況
その他に関する報告を行ったことを理由として、当該報告者である当社
グループの取締役及び使用人に対し不利な取り扱いを行わない。

（9） その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア 監査等委員会は、監査等委員会監査基準等に基づき、取締役会に出席す

るとともに、議事録、稟議書等業務に関する重要な文書を閲覧、必要に
応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。

イ 代表取締役社長は、監査等委員会との間で適宜会合を持つ。
ウ 監査等委員会は、会計監査人と適宜会合を持ち、会計監査内容について

の説明を受け、情報交換など連携を図る。
エ 監査等委員会は、内部監査人と緊密な連携を保ち、適宜情報交換を行う。
オ 当社は、監査等委員が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求め

たときは、これに応じる。

（10） 財務報告の信頼性を確保する体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する基本

方針書を制定し、適切な財務情報を作成するために必要な体制・制度の整
備・運用を組織的に推進するとともに、統制活動の有効性について継続的に
評価をし、必要に応じて統制活動の見直しを図る。

（11） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
ア 市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨

げる反社会的勢力と関係を持つことは、会社の事業継続に重大な影響を
及ぼすものであるという考えのもと、反社会的勢力に対しては毅然とし
た態度で臨み、一切関わりを持たないことを企業行動憲章において宣言
する。

イ 反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を未然に防止
するため、反社会的勢力排除規程を制定し、反社会的勢力排除のための
社内体制の整備を推進する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結財政状態計算書
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 38,919,826 流 動 負 債 23,418,542

現 金 及 び 現 金 同 等 物 28,682,933 営業債務及びその他の債務 4,253,389

営業債権及びその他の債権 5,867,315 借 入 金 17,041,512

そ の 他 の 金 融 資 産 6,247 そ の 他 の 金 融 負 債 461,542

棚 卸 資 産 3,190,567 引 当 金 37,635

未 収 法 人 所 得 税 等 22,909 契 約 負 債 994,972

そ の 他 の 流 動 資 産 1,149,851 そ の 他 の 流 動 負 債 629,489

非 流 動 資 産 38,113,361 非 流 動 負 債 2,086,382

有 形 固 定 資 産 18,929,282 そ の 他 の 金 融 負 債 1,949,893

の れ ん 8,370,677 退 職 給 付 に 係 る 負 債 76,136

無 形 資 産 2,016,747 引 当 金 59,692

持分法で会計処理されている投資 23,567 そ の 他 の 非 流 動 負 債 660

そ の 他 の 金 融 資 産 2,108,710 負 債 合 計 25,504,924

繰 延 税 金 資 産 6,571,301 （資 本 の 部）

そ の 他 の 非 流 動 資 産 93,075 資 本 51,528,263

資 本 金 3,956,738

資 本 剰 余 金 4,653,758

自 己 株 式 △1,897,778

利 益 剰 余 金 45,586,799

その他の資本の構成要素 △771,254

親会社の所有者に帰属する持分合計 51,528,263

資 本 合 計 51,528,263

資 産 合 計 77,033,187 負 債 ・ 資 本 合 計 77,033,187
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連 結 損 益 計 算 書
（ 2025年

2025年
１
12

月
月
１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 収 益 18,521,234

売 上 原 価 10,998,884

売 上 総 利 益 7,522,350

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,473,916

研 究 開 発 費 5,022,914

そ の 他 の 収 益 23,192

そ の 他 の 費 用 61,907

営 業 損 失 △5,013,195

金 融 収 益 242,609

金 融 費 用 500,314

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 （△） △41,228

税 引 前 損 失 △5,312,129

法 人 所 得 税 費 用 △1,562,924

当 期 損 失 △3,749,204

当 期 損 失 の 帰 属

親会社の所有者に帰属する当期損失 △3,749,204

当 期 損 失 △3,749,204
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連結持分変動計算書
（ 2025年

2025年
１
12

月
月
１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
その他の
資本の
構成要素

合計 資本合計

当 期 首 残 高 3,956,738 4,736,195 △1,075,148 49,393,469 △248,956 56,762,298 56,762,298

当期損失 − − − △3,749,204 − △3,749,204 △3,749,204

その他の包括利益 − − − − △587,413 △587,413 △587,413

当期包括利益合計 − − − △3,749,204 △587,413 △4,336,617 △4,336,617

自己株式の取得 − − △960,908 − − △960,908 △960,908

自己株式の処分 − − 138,278 − − 138,278 138,278

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 − − − △65,115 65,115 − −

株式報酬取引 − △82,436 − 7,650 − △74,786 △74,786

所有者との取引額合計 − △82,436 △822,630 △57,465 65,115 △897,417 △897,417

当 期 末 残 高 3,956,738 4,653,758 △1,897,778 45,586,799 △771,254 51,528,263 51,528,263
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連結注記表
1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、指定国際会計基
準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類
は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

（2）連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 １社
主要な連結子会社の名称
PDRファーマ株式会社

（3）持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社及び共同支配企業の数 ２社
会社の名称 ペプチグロース株式会社

ペプチエイド株式会社

（4）会計方針に関する事項
①金融資産及び金融負債の評価基準及び評価方法
（１）金融資産（デリバティブを除く）

(ⅰ)当初認識及び測定
当社グループは、金融資産について契約の当事者となった時点で当初認識し、

（a）償却原価で測定する金融資産、（b）その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する負債性金融商品、（c）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本
性金融商品、（d）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産のいずれかに分類
しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される金融資産は公正価値で測

定しておりますが、それ以外の金融資産は公正価値に取引費用を加算した金額で
測定しております。また、重大な金融要素を含まない営業債権は、取引価格で当
初測定しております。
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(a)償却原価で測定する金融資産
以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類して

おります。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする
事業モデルに基づいて、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキ
ャッシュ・フローが特定の日に生じる。

(b)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品
以下の要件をともに満たす場合には、負債性金融商品をその他の包括利益を通

じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
・当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方を目的とする事
業モデルにおいて保有している場合

・契約条件が、特定された日に元本及び元本残高に係る利息の支払いのみによるキ
ャッシュ・フローを生じさせる場合
なお、当社グループは、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性

金融商品に該当するものはありません。

(c)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
投資先との取引関係の維持または強化を主な目的として保有する株式などの資

本性金融商品については、当初認識時にその他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産に指定し、当該指定を継続的に適用しております。

(d)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
上記(a)、(b)及び(c)以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金

融資産に分類しております。
なお、当社グループは、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に該当す

るものはありません。

(ⅱ)事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しており

ます。
(a)償却原価で測定する金融資産

償却原価で測定する金融資産については、実効金利法を適用した総額の帳簿価
額から損失評価引当金を控除して測定しております。
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(b)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品
当初認識後は公正価値で測定し、事業的な変動のうち、為替差損益、減損利得

または減損損失、実効金利法に基づく受取利息は純損益に認識し、その他の変動
は、その他の包括利益に含めて認識しております。

(c)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式などの資本性金融商品の公正価値の事後的な変動額はその他の包括利益と

して認識しております。当該金融商品を処分した場合は、その他の包括利益を通
じて認識された利得または損失の累計額をその他の資本の構成要素から利益剰余
金に振り替えております。
なお、当該金融資産からの配当金については、「金融収益」に含めて当期の純損

益として認識しております。

(d)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
当該金融資産の公正価値の事後的な変動額は純損益として認識しております。

(ⅲ)金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産の予想信用損失について、損失評価引当金を計上

しております。
損失評価引当金は、期末日ごとに測定する金融資産に係る信用リスクが当初認

識時点以降に著しく増大しているかどうかの評価に基づき測定しております。
期末日時点で金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していな

い場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を12か月の予想信用損失と同額
で測定しております。一方で、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著し
く増大している場合には、当該金融商品に係る損失評価引当金を全期間の予想信
用損失と同額で測定しております。ただし、重大な金融要素のない営業債権につ
いては、常に損失評価引当金を全期間の予想信用損失と同額で測定しております。
信用リスクの著しい増大の有無は、債務不履行発生のリスクの変化に基づいて

判断しており、債務不履行とは、債務者による契約上のキャッシュ・フローの支
払いに重大な問題が生じ、金融資産の全体または一部分を回収するという合理的
な予想を有していない状態と定義しております。債務不履行発生のリスクに変化
があるかどうかの判断においては、主に外部・内部の信用格付けの変動、期日経
過の情報等の入手可能で合理的かつ裏付け可能な情報を考慮しております。
予想信用損失は、契約上のキャッシュ・フローと回収可能なキャッシュ・フロ

ーとの差額に基づいており、見積りに際しては、信用情報の変化、過去の貸倒実
績、発行者または債務者の財政状態並びに将来予測に関する入手可能で合理的か
つ裏付け可能な情報を含んでおります。
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支払遅延の存在、支払期日の延長、外部信用調査機関による否定的評価、債務
超過等悪化した財政状況や経営成績の評価を含む、一つまたは複数の事象が発生
している場合には、信用減損が生じた金融資産として個別的評価を行い、主に過
去の貸倒実績や将来の回収可能額等に基づき予想信用損失を測定しております。
信用減損が生じていない金融資産については、主に過去の貸倒実績に必要に応じ
て現在及び将来の経済状況等を踏まえて調整した引当率等に基づく集合的評価に
より予想信用損失を測定しております。
金融資産の全体または一部分を回収するという合理的な予想を有していない場

合には、当該金額を損失評価引当金と相殺して帳簿価額を直接減額しています。
減損損失認識後に減損損失を減額する事象が発生した場合は、減損損失の減少

額を純損益として戻し入れております。

(ⅳ)金融資産の認識の中止
当社グループの金融資産は、キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅

した場合、または金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡
し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが移転してい
る場合において、金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転し
た当該金融資産に対する支配を継続している場合には、継続的関与を有している
範囲において、資産と関連する負債を認識いたします。

（２）金融負債（デリバティブを除く）
(ⅰ)当初認識及び測定

当社グループは、金融負債について、償却原価で測定する金融負債と純損益を
通じて公正価値で測定する金融負債のいずれかに分類しております。この分類は、
当初認識時に決定しております。
償却原価で測定する金融負債については、直接帰属する取引費用を控除した金

額で測定しておりますが、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は公正価
値で当初測定しております。

(ⅱ)事後測定
金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しており

ます。
(a)償却原価で測定する金融負債

償却原価で測定する金融負債については、実効金利法による償却原価で測定し
ております。
実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、

金融費用の一部として当期の純損益として認識しております。
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(b)純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債については、公正価値で測定し、

その変動については当期の純損益として認識しております。

(ⅲ)金融負債の認識の中止
当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債

務が免責、取消し、または失効となった時に、金融負債の認識を中止いたします。

（３）デリバティブ
当社グループでは、為替変動リスクをヘッジするために、為替予約のデリバテ

ィブ取引を行っております。デリバティブは公正価値で当初認識し、当初認識後
も公正価値で再測定しております。デリバティブの公正価値の変動は純損益とし
て認識しております。

（４）金融資産及び金融負債の表示
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的権利を有し、か

つ純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場
合にのみ、連結財政状態計算書上で相殺し、純額で表示しております。

①棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しており

ます。正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに
要する見積原価及び見積販売費用を控除した額であります。取得原価は、主とし
て先入先出法に基づいて算定されており、購入原価、加工費及び現在の場所及び
状態に至るまでに要したすべての費用を含んでおります。

②有形固定資産の評価基準、評価方法及び減価償却方法
（1）認識及び測定
有形固定資産については、有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、

取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しておりま
す。
取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回

復費用を含めることとしております。
有形固定資産の重要な構成要素の耐用年数が構成要素ごとに異なる場合は、そ

れぞれ別個（主要構成要素）の有形固定資産項目として会計処理をしております。
取得後コストは、当該項目に関連する将来の経済的便益が当社グループに流入
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する可能性が高く、かつ、当該項目の取得原価が信頼性をもって測定できる場合
には、当該資産の帳簿価額に含めるか、または適切な場合には個別の資産として
認識しております。その他の修繕及び維持費は、発生時に費用として認識してお
ります。
有形固定資産は処分時点、もしくは使用または処分による将来の経済的便益が

期待できなくなった時点で認識を中止しております。有形固定資産の認識の中止
から生じる利得または損失は、正味処分対価と資産の帳簿価額との差額として算
定され、認識の中止時点で純損益として認識しております。当社グループは、有
形固定資産の認識の中止から生じる利得または損失は、連結損益計算書の「その
他の収益」または「その他の費用」に計上しております。

（2）減価償却費
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数に

わたり、主として定額法で計上されています。土地及び建設仮勘定は償却してお
りません。

主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物 ２−50年
・構築物 ２−50年
・機械装置 ２−16年
・車両運搬具 ２− ４年
・工具、器具及び備品 ２−20年

なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各連結会計年度末に見直
しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適
用しております。

④のれん及び無形資産の評価基準、評価方法及び償却方法
（１）のれん
子会社の取得により生じたのれんは、連結財政状態計算書上、取得原価から減

損損失累計額を控除した帳簿価額で計上しております。
のれんは、取得対価が取得日時点における識別可能な資産及び負債の正味価額

を上回る場合に、その超過額として測定しております。この差額が負の金額であ
る場合には、直ちに純損益として認識しております。
のれんの償却は行わず、毎年同時期または減損の兆候が存在する場合には、そ

の都度、減損テストを実施しております。
のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っ

ておりません。
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（2）無形資産
（ⅰ)認識及び測定

当社グループは、無形資産の測定において原価モデルを採用し、個別に取得し
た無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。企業結合により認識
された無形資産は、取得日の公正価値で当初認識しております。
また、当社グループは、個別に取得した仕掛中の研究開発投資を、以下の認識

要件を満たした場合に資産として認識しております。
・将来の経済的便益をもたらす蓋然性が高いこと
・取得原価について信頼性をもって測定できること
他社から仕掛中の研究開発投資を取得する際の支出（契約一時金及びマイルス

トーンフィー）は、無形資産の認識要件を満たす場合には、無形資産として認識
しております。
一方、内部発生の研究活動に係る支出は、発生時に純損益として認識しており

ます。内部発生の開発活動に係る支出費用は以下のすべての条件を満たしたこと
を立証できる場合のみ、資産計上しており、そうでない場合は、発生時に純損益
で認識しております。
・使用または売却に利用できるように無形資産を完成させることの技術上の実
行可能性

・無形資産を完成させて、使用するかまたは売却するという意図
・無形資産を使用または売却できる能力
・無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を創出する方法
・開発を完成させて、無形資産を使用するかまたは売却するために必要となる、
適切な技術上、財務上及びその他の資源の利用可能性

・開発期間中の無形資産に起因する支出を信頼性をもって測定できる能力
資産計上した開発費用は当初認識後、取得価額から償却累計額及び減損損失累

計額を差し引いて測定しております。
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（ⅱ)償却
のれん以外の無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除

いて、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却され、取得原価から償却
累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上されます。
主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。

・ソフトウェア ３−10年
・商標権 10年
・販売権 ８年
・技術関連資産 20年

なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各連結会計年度末に見直しを
行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用し
ております。
耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産については

償却を行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合には、その都度、減損テス
トを実施しております。

⑤引当金
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的または推定

的債務を負っており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能
性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識しま
す。引当金は、貨幣の時間価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フロー
を貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用い
て現在価値に割り引いております。時の経過に伴う割引額の割戻しは「金融費用」
として認識します。
賃借契約終了時に原状回復義務のある賃借事務所等の原状回復費用見込額につ

いて、資産除去債務として引当金を認識するとともに、当該資産の取得原価に加
算しております。将来の見積費用及び適用された割引率は毎年見直され、修正が
必要と判断された場合は当該資産の帳簿価額に加算または控除し、会計上の見積
りの変更として処理しております。

⑥外貨換算
（1）機能通貨及び表示通貨
当社グループの各会社はそれぞれの財務諸表をその会社の機能通貨を用いて作

成しております。当社グループの連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円
を表示通貨としております。
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（2）外貨建取引
外貨建取引は、取引日の為替レートまたはそれに近似するレートで当社グルー

プの各社の機能通貨に換算しております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨

に換算しております。
公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日

における為替レートで機能通貨に換算しております。これらの換算または決済に
より生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、その他の包括
利益を通じて測定する資本性金融商品については、その他の包括利益として認識
しております。

⑦収益の認識基準
当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除

く顧客との契約について、顧客への財またはサービスの移転との交換により、そ
の権利を得ると見込む対価を反映した金額で以下のステップを適用することによ
り、収益を認識しております。なお、顧客との契約における対価に変動対価が含
まれている場合には、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認
識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ、
取引価格に含めております。
また、取引の対価は履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、

重大な金融要素は含んでおりません。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する。
当社グループは、創薬開発事業として、第三者との間で締結した創薬共同研究

開発契約やライセンス契約に基づき収益を得ております。また、放射性医薬品事
業として、診断用放射性医薬品（SPECT用診断薬、PET用診断薬）及び治療用放
射性医薬品等の製品の販売に基づき収益を得ております。
顧客に移転を約束した製品またはサービスの内容及び収益認識方法は次のとお

りです。
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（1）製品の製造・販売・物流
顧客との契約に基づき、製品の引渡時点において、顧客が当該製品に対する支

配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡
時点で収益を認識しております。また、収益は、顧客との契約において約束され
た対価から、値引き、リベート及び返品などを控除した金額で算定しております。
当社グループの製品の販売契約における対価は、顧客との契約に基づき、顧客へ
製品を引渡時点から主として1か月〜4か月で代金を回収しております。
製品の輸出入手続きや国内での製造、販売、物流等の業務を提供する場合等で、

顧客との契約に基づき一定の契約期間にわたってサービスを提供することを履行
義務とする取引については、当社グループが顧客との契約における義務を履行す
るにつれて、顧客が便益を享受すると判断しており、契約期間にわたり一定の期
間で収益を認識しております。製品の輸出入手続きや国内での製造、販売、物流
等の業務を提供するにおける対価は、顧客との契約に基づき、顧客へ役務提供時
点から主として１年内に代金を回収しております。

（2）契約一時金、マイルストーンフィー及びロイヤルティーによる収益
当社グループは、当社の独自技術であるPDPSライセンスを活用した事業を行っ

ており、当該ライセンスに係る契約一時金、マイルストーンフィー及び売上高ベ
ースのロイヤルティーによる収益を認識しております。当該ライセンスは他の財
またはサービスと区分され、また、当社グループは顧客が権利を有する知的財産
に著しく影響を与える活動を行う予定はないため「使用権」に該当すると判断し
ております。
契約一時金は、顧客にライセンスを付与した時点で、ライセンスから便益を享

受することが可能になり、ライセンスに対する支配が顧客に移転することから、
履行義務を充足していると考えており、収益を認識しております。
マイルストーンフィーによる収益は、事後に重大な戻入れが生じる可能性を考

慮し、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で収益として認識して
おります。
また、売上高ベースのロイヤルティーによる収益は、算定基礎となる売上が発

生した時点と売上高ベースのロイヤルティーが配分されている履行義務が充足さ
れる時点のいずれか遅い時点で収益を認識しております。
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（3）研究開発支援金
研究開発支援においては、顧客からの依頼に基づき、契約期間にわたって研究

開発業務を提供することを履行義務としております。当社グループが当該研究開
発に係る業務を履行するにつれて研究成果を創出し、契約期間にわたって支配が
移転することから、その期間にわたって履行義務が充足されると判断しており、
一定の期間にわたって収益を認識しております。また、収益の金額は、契約時に
事前に顧客との間で取り決めることから、顧客との契約において約束された対価
に基づいて算定しております。研究開発支援における対価は、顧客との契約に基
づき、研究開発業務の提供前に一括で対価を受領するか、または研究開発業務の
提供時点から主として１か月〜３か月で代金を回収しております。

（4）技術アップデートフィー
顧客に対して実施許諾したPDPS技術ライセンスの技術に関するアップデートサ

ービスについては、契約に基づくサービス提供期間にわたってアップデートサー
ビスを提供することを履行義務としております。当該技術アップデートサービス
については、当社グループがサービス提供期間にわたって支配が移転することか
ら、その期間にわたって義務を履行されると判断していることから、一定の期間
で収益を認識しております。技術アップデートサービスにおける対価は、顧客と
の契約に基づき、サービス提供前に一括で対価を受領するか、または技術アップ
デートサービスの提供時点から主として１か月〜３か月で代金を回収しておりま
す。
なお、一括で受領した対価について、上記のPDPSライセンスを活用した事業と

研究開発支援の事業に係る対価が含まれる場合があります。その場合、PDPSライ
センスを活用した事業に係る履行義務と、研究開発支援に係る履行義務に区分し、
独立販売価格の比率で各履行義務に配分したうえで、それぞれ収益を認識してお
ります。

⑧リース
（1）借手のリース
当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるかまたはリースを含んで

いるかを判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定
期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるかまたは
リースを含んでいると判断しております。
当社グループは、借手としてのリース取引について、リース開始日にリース負

債を未払リース料総額の現在価値で測定しております。未払リース料総額の現在
価値の算定にあたって使用する割引率として、リースの計算利子率が容易に算定
できない場合には、当社グループの追加借入利子率を用いており、一般的に、当
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社グループは追加借入利子率を割引率として使用しています。使用権資産につい
ては、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整し、リ
ース契約に基づき要求される原状回復義務等のコストを加えた額で当初の測定を
行っております。使用権資産は、耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわ
たって定額法で減価償却を行っております。リース料支払額は、利息法に基づき
金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書において認
識しております。
リース期間は、リースの解約不能期間に、行使することが合理的に確実な延長

オプションまたは行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加え
て決定しております。
ただし、リース期間が12か月以内の短期リース及び原資産が少額のリースにつ

いては使用権資産及びリース負債を認識せず、リース料総額をリース期間にわた
って定額法または他の規則的な基礎のいずれかにより認識しております。

⑨非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社の非金融資産の帳簿価額は、期末日ごと

に減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資
産の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数を確定できない、ま
たは未だ使用可能ではない無形資産については、毎年同時期及び減損の兆候が存
在する場合にはその都度、回収可能価額を見積っております。
資産または資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正

価値のうちいずれか大きい方の金額としております。使用価値の算定において、
見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスク
を反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。減損テストに
おいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産または資産グ
ループのキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを
生成する最小の資金生成単位に統合しております。のれんの減損テストを行う際
には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を反映
して減損がテストされるように統合しております。企業結合により取得したのれ
んは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に配分しております。
当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しません。

全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能
価額を見積もっております。
減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過す

る場合に純損益として認識します。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、
まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金
生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額します。

― 72 ―

2026年02月18日 13時39分 $FOLDER; 72ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



のれんに関連する減損損失は戻入しません。その他の資産については、過去に
認識した減損損失は、毎期末日において損失の減少または消滅を示す兆候の有無
を評価しております。回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、
減損損失を戻し入れます。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価
額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上
限として戻し入れます。

⑩従業員給付
（1）退職後給付
当社グループは、従業員の退職給付制度として確定拠出制度と確定給付制度を

採用しております。
（ⅰ)確定拠出制度

確定拠出制度に支払うべき拠出額を、従業員が関連するサービスを提供した時
点で費用として計上しております。

（ⅱ)確定給付制度
当社グループは、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並び

に過去勤務費用を、予測単位積増方式を用いて算定しております。
割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、

その割引期間に対応した期末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定してお
ります。
確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度

資産の公正価値を控除して算定しております。
確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括

認識し、直ちにその他の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。
制度改訂または縮小により生じた過去勤務費用は、発生時に純損益として認識

しております。

（2）短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、従業員が関連するサービスを

提供した時点で費用として計上しております。
賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務

を負っており、信頼性のある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づき見積
られる額を負債として認識しております。
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２．収益認識に関する注記
（1）収益の内訳

当社グループは創薬開発事業として、従来から独自の創薬開発プラットフォー
ムシステムであるPDPSを活用した３つの事業戦略：①創薬共同研究開発、②
PDPS技術ライセンス、③戦略的提携/自社創薬の拡充を進めております。この３
つの事業戦略はすべてPDPSライセンスを活用しており、創薬開発事業の主要な収
益の源泉は、PDPSライセンスに係る契約一時金、マイルストーンフィー及びロイ
ヤルティーによる収益及び研究開発業務提供に係る研究開発支援金であります。
また、放射性医薬品事業の当社グループの主要な収益の源泉は診断用放射性医薬
品（SPECT用診断薬、PET用診断薬）及び治療用放射性医薬品等の製品の販売で
あります。

― 74 ―

2026年02月18日 13時39分 $FOLDER; 74ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



以上から、各報告セグメントの売上収益と収益の源泉ごとに分解した売上収益
の関連情報として、以下を開示しております。

（単位：千円）

創薬
開発事業

放射性
医薬品事業 合計 調整額

連結
計算書類
計上額

収益の分解
製品の製造・販
売・物流

187,550 15,577,333 15,764,884 − 15,764,884

契約一時金、マ
イルストーンフ
ィー及びロイヤ
ルティーによる
収入

1,327,445 10,988 1,338,433 − 1,338,433

研究開発支援金 941,299 1,290,577 2,231,876 △1,150,964 1,080,912

その他 337,004 − 337,004 − 337,004

合計 2,793,300 16,878,899 19,672,199 △1,150,964 18,521,234

売上収益の認識
時期
一時点で移転さ
れる財・サービ
ス

1,557,737 15,158,185 16,715,922 △1,150,964 15,564,958

一定の期間にわ
たり移転される
サービス

1,235,562 1,720,714 2,956,276 − 2,956,276

合計 2,793,300 16,878,899 19,672,199 △1,150,964 18,521,234
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（2）顧客との契約から生じた契約残高
顧客との契約から生じた契約残高は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

当連結会計年度末

顧客との契約から生じた債権 5,813,387

契約負債 994,972

当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点における契約負債に関連する
金額は348,941千円であります。
過去の期間に充足した履行義務について認識した収益はありません。
契約負債は主に、研究開発支援等の役務提供前に顧客から受け取った対価です。

顧客からの入金時に契約負債を計上し、顧客への役務の提供等、契約に基づいた
履行義務を充足した時点で契約負債を収益へ振り替えております。当連結会計年
度に認識した収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要な
ものはありません。
なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した

収益の額に重要なものはありません。

（3）残存履行義務
当連結会計年度において、残存履行義務に配分した取引価格の総額は、

994,972千円であります。当該残存履行義務については、期末日後概ね５年以内
に収益を認識することを見込んでおります。

（4）顧客との契約獲得または履行のためのコストから認識した資産
当連結会計年度において、顧客との契約の獲得または履行のためのコストから

認識した資産に重要なものはありません。また、認識すべき資産の償却期間が１
年以内である場合には、実務上の便法を使用し、契約の獲得の増分コストを発生
時に費用として認識しております。
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３．会計上の見積りに関する注記
IFRSに準拠した連結計算書類の作成において、経営者は当社グループの会計方

針の適用、資産・負債・収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り並び
に仮定の設定を行っております。これらの見積り及び仮定は、過去の経験及び利
用可能な情報を収集し、連結会計年度末において合理的であると考えられる様々
な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいております。しかし、その性質
上、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性がありま
す。また、見積り及び仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、
見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識され
ます。
翌連結会計年度において資産や負債の帳簿価額の重要な修正につながるリスク

を伴う見積りを行った項目は以下のとおりであります。

（1)のれんを含む非金融資産の減損
当社グループは、非金融資産(棚卸資産及び繰延税金資産を除く)について、回

収可能価額が帳簿価額を下回る兆候がある場合には、減損テストを実施しており
ます。ただし、のれん及び耐用年数を確定できないまたは未だ使用可能ではない
無形資産については、毎年同時期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、
減損テストを実施しております。減損テストを実施する契機となる重要な要素に
は、過去あるいは見込まれる営業成績に対しての著しい実績の悪化、取得した資
産の用途の著しい変更ないし戦略全体の変更、業界トレンドや経済トレンドの著
しい悪化等が含まれます。
のれんについては、事業の種類に基づいて識別された資金生成単位または資金

生成単位グループに配分し、毎年同時期及び減損の兆候が存在する場合にはその
都度、減損テストを実施しております。減損テストにおける回収可能価額の算定
においては、資産の耐用年数、将来キャッシュ・フロー、当該資産の固有のリス
クを反映した割引率及び長期成長率等について一定の仮定を設定しております。
これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来
の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可能性があり、見直しが必
要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重
要な影響を与える可能性があります。
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当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した有形固定資産、のれん及び無
形資産の金額は、18,929,282千円、8,370,677千円及び2,016,747千円であり
ます。

（2）繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、グループ通算制度を適用しております。
繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高

い範囲内で認識しております。繰延税金資産の認識に際しては、課税所得が生じ
る可能性の判断において、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見
積り、金額を算定しております。
当該見積りの基礎となる課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経

済条件の変動などにより、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異
なった場合、繰延税金資産の回収可能性の評価が異なる可能性があります。
当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した繰延税金資産は、6,571,301

千円であります。

（3）金融商品の公正価値
当社グループは、非上場株式等金融商品の公正価値を評価する際に市場におけ

る観察可能でないインプットを利用する評価技法を使用しております。観察可能
でないインプットを含む評価技法によって算定される公正価値は、適切な基礎率
及び採用する計算モデルの選択等の仮定を前提としております。観察可能でない
インプットは、将来の連結計算書類に重要な影響を与える可能性のある不確実な
将来の経済状況の変化により影響を受ける可能性があります。
当連結会計年度の連結財政状態計算書に計上した、市場における観察可能でな

いインプットを利用する評価技法によって算定された公正価値で測定した金融資
産の金額は、1,866,000千円であります。
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４．連結財政状態計算書に関する注記
（１）資産から直接控除した損失評価引当金

その他の金融資産 414,097千円
（２）有形固定資産の減価償却累計額 10,209,026千円
（３）保証債務

下記の会社の債務に対して債務保証を行っております。
ペプチスター株式会社 8,990,000千円

（注）１．国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）から医療研究開発革新
基盤創成事業として締結された環境整備契約に基づく債務であります。

２．当社グループ以外の２社（塩野義製薬株式会社及び積水化学工業株式会社）
と連帯保証を行っております。

（４）財務制限条項
借入金17,041,512千円に関して、当連結会計年度末においてシンジケートロ

ーン契約に付されている財務制限条項に抵触しているため、連結財政状態計算書
においては流動負債として表示しております。

５．連結損益計算書に関する注記
（１）その他の収益の主な内訳

その他の収益の内訳は以下のとおりであります。
（単位：千円）

政府補助金及び助成金 551

固定資産売却益 199

保険料収入 20,823

その他 1,618

政府補助金及び助成金は主として、障害者雇用調整金に係るものであります。

（２）その他の費用の主な内訳
（単位：千円）

固定資産除売却損 54,212

その他 7,695
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６．連結持分変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末株式数

発行済株式
普通株式 130,010,400 − − 130,010,400

合計 130,010,400 − − 130,010,400

自己株式
普通株式 398,635 453,400 55,600 796,435

合計 398,635 453,400 55,600 796,435

（注）連結会計年度末の自己株式には、信託が保有する自社の株式796,100株が含ま
れております。

（変動事由の概要）

株式給付信託の取得による増加 453,400株

株式給付信託の給付による減少 55,600株

（２）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来して
いないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 3,270,000株

７．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項

①資本管理
当社は、当社の所有者に帰属する持分を自己資本として管理しています。当社

グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して、事業活動の
ための適切な資金調達、財務の健全性を確保することを資本管理において重視し
ております。特に、成長基盤及び事業領域の進化、並びに研究開発資金の確保の
ため、現金及び現金同等物、営業活動によるキャッシュ・フロー及び有利子負債
に注意しており、これらの指標は経営者に定期的に報告され、モニタリングして
おります。
なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。
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②財務上のリスク管理
当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスクとして信用リ

スク・流動性リスク・市場リスクとして為替リスク及び金利リスクに晒されてお
り、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。当社
は、資金の運用については、投機的な取引は行わない方針であり、安全性の高い
金融資産に限定しております。

(ⅰ)信用リスク管理
信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行

になり、当社グループに財務上の損失を発生させるリスクです。信用リスクは、
主に当社グループの顧客に対する営業債権及び貸付金から生じます。
①営業債権
当社グループでは、営業債権について、期日が経過している債権がなく、過去

に貸倒実績等はないことから、信用リスクが当初認識以降著しく増大した営業債
権及び信用減損が生じている営業債権は有しておりません。連結計算書類に表示
されている営業債権の帳簿価額は、当社グループの営業債権の信用リスクに対す
るエクスポージャーの最大値であります。当社グループの営業債権は多数の取引
先に対するものであり、単独の相手先またはその相手先が所属するグループにつ
いて、過度に集中した信用リスクを有しておりません。
営業債権については、取引先毎に期日及び残高を管理しており、相手先の状況

を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等の早期把握によりリスク軽減を図
っております。

②貸付金
当社グループの貸付金については、貸付金の回収が返済日以降に遅延（または

支払延期要請を含む。）した場合に、金融商品の信用リスクが当初認識以降に著し
く増大したものと判定しています。ただし、支払遅延及び支払延期要請があった
場合でも、その原因が一時的な資金需要によるものであり、債務不履行のリスク
が低く、近い将来に契約上のキャッシュ・フローの義務を履行するための強い能
力を有していると判断された場合には信用リスクの著しい増大とは判定しており
ません。
一方、支払遅延及び支払延期要請の原因が一時的な資金需要によるものではな

く、債務者の重大な財政的困難等に起因するものであり延期後債権の回収可能性
が特に懸念されるものであると判断された場合には、信用減損が発生しているも
のと判定しています。貸付金の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、連
結財政状態計算書に表示している金融資産の減損後の帳簿価額であります。
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(ⅱ)流動性リスク管理
流動性リスクは、現金またはその他の金融資産により決済する金融負債に関連

する債務を履行する際に困難に直面するリスクです。当社グループは、必要な資
金について、基本的に自己資金を充当することとしておりますが、それら負債は
財務状況及び資金調達環境の悪化等により支払期日にその支払いを実行できなく
なる流動性リスクに晒されております。
当社グループは、各部署からの報告に基づき、適時に資金繰り計画を作成・更

新するとともに、不測の事態においても必要支払予定額に不足することのないよ
うに手元流動性の維持とともに、借入金の返済のため計画的に資金を確保するこ
とで流動性リスクを管理しております。また、当社グループでは資金繰り状況及
び見通しの把握を随時行っており、かつ、大手金融機関との間で当座借越契約を
締結していることで、流動性リスクを軽減しております。

(ⅲ)市場リスク管理
①為替リスク管理
為替リスクは、機能通貨と異なる通貨による取引から生じております。当社グ

ループは、外貨取引として、外貨預金及び外貨建ての債権及び債務を有しており、
為替の変動リスクに晒されているため、定期的に為替相場を把握し為替変動リス
クを管理しております。また、当社グループは、一部の外貨建ての金融資産にか
かる為替の変動リスクに対して、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
そのため、外貨建債権及び債務等は為替レートの変動により、将来キャッシュ・
フローが変動するリスクを有しておりますが、このリスクは為替予約等と相殺さ
れるため影響は限定的であります。

②金利リスク管理
金利リスクは、市場金利の変動によって金融商品の公正価値または将来キャッ

シュ・フローが変動するリスクです。
当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒されており、特に、

外部への変動金利による貸付及び変動金利による借入を行っているため、金利変
動リスクに晒されております。当社グループは、市場金利の動向を常時モニタリ
ングし、損益に与える影響を試算するとともに、年間予算に基づく資金計画を適
時に作成・更新し、貸付金の回収及び借入金の返済及び金利の支払のための資金
を計画的に確保することで金利リスクを管理しております。
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（２）金融商品の公正価値に関する事項
①公正価値ヒエラルキーのレベル別分類

金融商品の公正価値のヒエラルキーは、次のとおり区分しております。
レベル１：活発な市場における同一の資産または負債の市場価格
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接または間接的に使用して算出さ

れた公正価値
レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

②経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の公正価値
（１）公正価値ヒエラルキー

（単位：千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産
その他の金融資産
その他の包括利益を
通じて公正価値で
測定する金融資産

株式 − − 1,866,000 1,866,000
合計 − − 1,866,000 1,866,000

（注）１．レベル３の金融資産は、主として非上場株式であります。これらの公正
価値は合理的に入手可能なインプットにより、主に将来キャッシュ・フ
ローの見積りと割引率に基づくDCF法を用いて公正価値を測定してお
ります。レベル３に分類された金融商品については、経営管理部門責任
者により承認された評価方針及び手続きに従い、外部の評価専門家また
は適切な評価担当者が評価及び評価結果の分析を実施しております。評
価結果は経営管理部門責任者によりレビューされ承認されております。

２．レベル間の重要な振替が行われた金融商品の有無は毎連結会計年度の末
日に判断しております。当連結会計年度において、レベル１、２の間で
重要な振替が行われた金融商品はありません。

（２）金融資産及び金融負債の公正価値の測定方法
（a）非上場株式

活発な市場における公表価格が入手できない非上場株式の公正価値は、合理的
に入手可能なインプットにより、主に将来キャッシュ・フローの見積りと割引率
に基づくDCF法を使用して測定しており、公正価値ヒエラルキーのレベル３に分
類しております。
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（３）レベル３に区分された金融商品の期首残高から期末残高への調整表
レベル３に分類された金融資産の各連結会計年度の期首から期末までの変動は、

以下のとおりであります。
（単位：千円）

当連結会計年度

期首残高 2,318,374
利得または損失合計
その他の包括利益（注）１ △752,374

取得 300,000
売却 −
レベル３からの振替 −
期末残高 1,866,000
（注）１．その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、期末日時点のその他

の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものでありま
す。

③経常的に公正価値で測定されていないが、公正価値が開示されている金融資産及
び金融負債の公正価値
（１）公正価値及び帳簿価額

経常的に公正価値で測定されていないが、公正価値が開示されている金融商
品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりです。

（単位：千円）

帳簿価額 公正価値

その他の金融資産

貸付金（注）１ 64,619 60,391

借入金

借入金 17,041,512 17,041,512

（注）１．連結財政状態計算書上の流動資産及び非流動資産の「その他の
金融資産」のうち、貸付金を記載しております。
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（２）金融資産及び金融負債の公正価値の算定方法
金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりです。

(a)貸付金
貸付金の公正価値は、信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値に

より算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル３に分類しております。

(b)借入金
借入金は変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、公正価値が帳簿価

額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。借入
金の公正価値ヒエラルキーはレベル２に分類しております。

８．１株当たり情報に関する注記
（単位：円）

１株当たり親会社所有者帰属持分 398.53

基本的１株当たり当期損失 △28.99

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 28,181,454 流 動 負 債 20,068,158
現 金 及 び 預 金 24,310,832 買 掛 金 91,921
売 掛 金 1,464,277 １年以内返済予定の長期借入金 17,100,000
貯 蔵 品 1,658,768 未 払 金 733,605
前 払 費 用 166,582 未 払 費 用 815,424
そ の 他 580,994 未 払 法 人 税 等 22,663

固 定 資 産 41,885,164 前 受 金 991,058
有 形 固 定 資 産 8,603,621 預 り 金 84,300
建 物 3,018,493 賞 与 引 当 金 229,185
構 築 物 85,997 固 定 負 債 642,268
工具、器具及び備品 1,206,026 株 式 給 付 引 当 金 298,297
土 地 4,104,628 役 員 株 式 給 付 引 当 金 343,971
建 設 仮 勘 定 188,476 負 債 合 計 20,710,427

無 形 固 定 資 産 128,738 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ ェ ア 81,940 株 主 資 本 49,323,601
そ の 他 46,798 資 本 金 3,956,738

投 資 そ の 他 の 資 産 33,152,803 資 本 剰 余 金 3,953,020
投 資 有 価 証 券 910,305 資 本 準 備 金 3,953,020
関 係 会 社 株 式 29,056,488 利 益 剰 余 金 43,311,622
長 期 貸 付 金 58,372 そ の 他 利 益 剰 余 金 43,311,622
破 産 更 生 債 権 等 414,097 繰 越 利 益 剰 余 金 43,311,622
長 期 前 払 費 用 36,071 自 己 株 式 △1,897,778
繰 延 税 金 資 産 3,076,667 新 株 予 約 権 32,590
そ の 他 14,900
貸 倒 引 当 金 △414,097 純 資 産 合 計 49,356,191
資 産 合 計 70,066,618 負債・純資産合計 70,066,618
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損 益 計 算 書
（ 2025年

2025年
１
12

月
月
１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,793,300

売 上 原 価 2,329,155

売 上 総 利 益 464,144

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,731,927

営 業 損 失 △5,267,782

営 業 外 収 益

受 取 利 息 149,604

受 取 配 当 金 85,187

為 替 差 益 6,774

そ の 他 22,895 264,462

営 業 外 費 用

支 払 利 息 290,215

そ の 他 7,071 297,287

経 常 損 失 △5,300,608

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 7,650 7,650

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 735,357

関 係 会 社 株 式 評 価 損 57,501 792,858

税 引 前 当 期 純 損 失 △6,085,816

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,800

法 人 税 等 調 整 額 △668,040

当 期 純 損 失 △5,421,575
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株主資本等変動計算書
（ 2025年

2025年
１
12

月
月
１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 3,956,738 3,953,020 3,953,020 48,733,197 48,733,197

当期変動額

当期純損失 △5,421,575 △5,421,575

自己株式の取得

自己株式の処分
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 − − − △5,421,575 △5,421,575

当 期 末 残 高 3,956,738 3,953,020 3,953,020 43,311,622 43,311,622
(単位：千円)

株主資本 評価・換算差額等
新株
予約権 純資産合計

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券
評 価 差 額
金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △1,075,148 55,567,807 − − 40,240 55,608,047

当期変動額

当期純損失 △5,421,575 △5,421,575

自己株式の取得 △960,908 △960,908 △960,908

自己株式の処分 138,278 138,278 138,278
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) − − △7,650 △7,650

当期変動額合計 △822,630 △6,244,206 − − △7,650 △6,251,856

当 期 末 残 高 △1,897,778 49,323,601 − − 32,590 49,356,191

― 88 ―

2026年02月18日 13時39分 $FOLDER; 88ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
個別法による原価法を採用しております。
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定)

（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ６年−50年
構築物 10年−30年
工具、器具及び備品 2 年−15年

無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用) ５年(社内における見込利用

可能期間)

（3）引当金の計上基準
貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えて、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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賞与引当金
従業員及び役員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年

度に対応する見積額を計上しております。

株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末

における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく取締役への当社株式の交付に備えるため、当事業年

度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31

日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30
号2021年３月26日）を適用しており、顧客との契約から生じる収益について、
下記の５ステップアプローチに基づき、約束した財またはサービスの支配が顧客
に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財またはサービスと交換に
受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する。
当社は、創薬開発事業として、第三者との間で締結した創薬共同研究開発契約

やライセンス契約に基づき収益を得ております。
顧客に移転を約束した製品またはサービスの内容及び収益認識方法は次のとお

りです。
① 契約一時金、マイルストーンフィー及びロイヤルティーによる収益
当社は、当社の独自技術であるPDPSライセンスを活用した事業を行っており、

当該ライセンスに係る契約一時金、マイルストーンフィー及び売上高ベースのロ
イヤルティーによる収益を認識しております。当該ライセンスは他の財またはサ
ービスと区分され、また、当社は顧客が権利を有する知的財産に著しく影響を与
える活動を行う予定はないため「使用権」に該当すると判断しております。
契約一時金は、顧客にライセンスを付与した時点で、ライセンスから便益を享

受することが可能になり、ライセンスに対する支配が顧客に移転することから、
履行義務を充足していると考えており、収益を認識しております。
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マイルストーンフィーによる収益は、事後に重大な戻入れが生じる可能性を考
慮し、契約上定められたマイルストーンが達成された時点で収益として認識して
おります。
また、売上高ベースのロイヤルティーによる収益は、算定基礎となる売上が発

生した時点と売上高ベースのロイヤルティーが配分されている履行義務が充足さ
れる時点のいずれか遅い時点で収益を認識しております。

② 研究開発支援金
研究開発支援においては、顧客からの依頼に基づき、契約期間にわたって研究

開発業務を提供することを履行義務としております。当社が当該研究開発に係る
業務を履行するにつれて研究成果を創出し、契約期間にわたって支配が移転する
ことから、その期間にわたって履行義務が充足されると判断しており、一定の期
間にわたって収益を認識しております。また、収益の金額は、契約時に事前に顧
客との間で取り決めることから、顧客との契約において約束された対価に基づい
て算定しております。研究開発支援における対価は、顧客との契約に基づき、研
究開発業務の提供前に一括で対価を受領するか、または研究開発業務の提供時点
から主として１か月〜３か月で代金を回収しております。

③ 技術アップデートフィー
顧客に対して実施許諾したPDPS技術ライセンスの技術に関するアップデートサ

ービスについては、契約に基づくサービス提供期間にわたってアップデートサー
ビスを提供することを履行義務としております。当該技術アップデートサービス
については、当社がサービス提供期間にわたって支配が移転することから、その
期間にわたって義務を履行されると判断していることから、一定の期間で収益を
認識しております。技術アップデートサービスにおける対価は、顧客との契約に
基づき、サービス提供前に一括で対価を受領するか、または技術アップデートサ
ービスの提供時点から主として１か月〜３か月で代金を回収しております。
なお、一括で受領した対価について、上記のPDPSライセンスを活用した事業と

研究開発支援の事業に係る対価が含まれる場合があります。その場合、PDPSライ
センスを活用した事業に係る履行義務と、研究開発支援に係る履行義務に区分し、
独立販売価格の比率で各履行義務に配分したうえで、それぞれ収益を認識してお
ります。
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2. 追加情報
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
(1)株式給付信託（BBT）

当社は取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。）に対
し、中長期にわたる業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるため、取
締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しておりま
す。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株

式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３
月26日）を適用しております。
ａ. 取引の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件

を満たした当社の取締役に対し、当社株式を給付する仕組みであります。
当社は取締役に対して、役員株式給付規程に従いポイントを付与し、原則と

して退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付いたします。取締役
に対して給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分
も含めて取得し、信託財産として分別管理しております。
ｂ. 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）

により純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末の当該自
己株式の帳簿価額は643,725千円、株式数は249,100株であります。

(2)株式給付信託（J-ESOP）
当社は従業員の帰属意識を醸成することや株価及び業績向上への意欲を高め

ることを目的として、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプ
ラン「株式給付信託（J-ESOP）」を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株

式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３
月26日）を適用しております。
ａ. 取引の概要
本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満

たした当社の従業員に対し、当社株式を給付する仕組みであります。
当社は従業員に対して、個人の貢献度等に応じたポイントを付与し、一定の

条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を
給付いたします。従業員に対して給付する株式については、あらかじめ信託設
定した金銭により将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理しておりま
す。
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ｂ. 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）

により純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末の当該自
己株式の帳簿価額は1,252,921千円、株式数は547,000株であります。

3. 会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022

年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から
適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項た

だし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更に
よる財務諸表への影響はありません。

4. 会計上の見積りに関する注記
(1)市場価格のない株式等の評価

①当事業年度の計算書類に計上した金額
当事業年度の貸借対照表には、市場価格のない株式等である投資有価証券

910,305千円及び関係会社株式29,056,488千円が計上されております。
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない株式等は、１株当たりの純資産額に所有株式数を乗じた金額を

基礎とした実質価額が取得価額と比べ、50%以上低下したものについては、回復
可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行っております。
また、会社の超過収益力等を反映して、１株当たり純資産額に比べて高い価額で
当該会社の株式を取得している場合においては、超過収益力等が見込めなくなっ
たときには、これを反映した実質価額が取得原価の50％以上低下している場合
に、減損処理を行っております。
評価にあたっては、投資先の過去の実績や入手した投資先の事業計画等を基礎

とし、これには経済環境の仮定等の不確実性が含まれております。経済環境の悪
化等が生じた場合、翌事業年度において市場価格のない株式等の減損処理が必要
となる可能性があり、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があり
ます。
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(2)繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の計算書類に計上した金額
当事業年度の貸借対照表には、繰延税金資産3,076,667千円が計上されており

ます。注記事項（8.税効果会計に関する注記）に記載のとおり、将来減算一時差
異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額4,371,313千円から評価性
引当額1,294,646千円が控除されております。
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、グループ通算制度を適用しております。
繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高

い範囲内で認識しております。繰延税金資産の認識に際しては、課税所得が生じ
る可能性の判断において、将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見
積り、金額を算定しております。
当該見積りの基礎となる課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経

済条件の変動などにより、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異
なった場合、繰延税金資産の回収可能性の評価が異なる可能性があります。

5. 貸借対照表に関する注記
(1)有形固定資産の減価償却累計額 5,313,823千円

(2)有形固定資産の圧縮記帳額 671,180千円

(3)保証債務
次の会社について、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の医療

研究開発革新基盤創成事業として締結された環境整備契約に基づく債務残高に
対し、債務保証を行っております。

ペプチスター株式会社 8,990,000千円
(注)塩野義製薬株式会社及び積水化学工業株式会社と連帯保証を行っており

ます。
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(4)関係会社に対する金銭債権または金銭債務(区分表示したものを除く)
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務が

属する項目ごとの金額は、次のとおりであります。

短期金銭債権 5,940千円

短期金銭債務 167,386千円

6. 損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

関係会社に対する売上高 19,585千円

関係会社に対する営業費用 1,151,557千円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数

（単位：株）
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式

普通株式 130,010,400 − − 130,010,400

合計 130,010,400 − − 130,010,400

（2）当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの
を除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 3,270,000株

（3）自己株式の種類及び総数
（単位：株）

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

自己株式

普通株式 398,635 453,400 55,600 796,435

合計 398,635 453,400 55,600 796,435
(注)当事業年度末の自己株式には、信託が保有する自社の株式が796,100株含まれております。
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8. 税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業所税 2,881千円
前受金 303,065千円
投資有価証券評価損 650,388千円
関係会社株式評価損 507,028千円
役員株式給付引当金 6,912千円
株式給付引当金 93,588千円
賞与引当金 70,084千円
棚卸資産評価損 84,775千円
未払費用 195,712千円
貸倒引当金繰入 130,316千円
繰越欠損金 2,304,742千円
その他 21,815千円

繰延税金資産 小計 4,371,313千円
評価性引当額 △1,294,646千円
繰延税金資産 合計 3,076,667千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計 −千円
繰延税金資産の純額 3,076,667千円

（2）法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、前事業年度からグループ通算制度を適用しております。なお、法人税

及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開
示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取
扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用しております。
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9. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 子会社及び関連会社等

種類 会社等
の名称 所在地

資本金
または
出資金
(千円)

事業の
内 容 ま た
は
職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関連
当 事 者
との
関係

取引の
内容

取引金額
(千円) 科目

期末
残高
(千円)

子会
社

PDR フ
ァ ー マ
株 式 会
社

東京都
中央区 100,000

放射性医薬
品の研究、
開発、
製造、
販売、
輸出入

(所有)
直接
100.0

役 員 の
兼 任 及
び 研 究
委託

研究委託 1,151,557 未 払
金 167,108

関 連
会社

ペ プ チ
グ ロ ー
ス
株式
会社

東京都
千代田
区

495,500

細胞培養向
け成長因子
代替ペプチ
ドの開発、
製造及び販
売

(所有)
直接
39.5

役員の
兼任

資金の
貸付
(注)１

−

破 産
更 生
債 権
等
( 注 )
２

414,097

(注)１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．当該貸付金に対し、414,097千円の貸倒引当金を計上しております。

10. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 381円72銭
（2）１株当たり当期純損失 △41円93銭
(注)株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株

当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め
ております。また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する
自己株式数に含めております。
１株当たり当期純損失の算定上、控除した自己株式の期中平均株式数は当事業年度
796,100株であります。１株当たり純資産額の算定上、控除した自己株式の期末株
式数は当事業年度796,435株であります。

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年２月16日
ペプチドリーム株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 猪俣 雅弘

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中島 悠史

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ペプチドリーム株式会社の2025年１月

１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、
連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められ

た、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、ペプチドリーム
株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体
の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国

際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

― 98 ―

2026年02月18日 13時39分 $FOLDER; 98ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、
国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項
を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められ
た、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年２月16日
ペプチドリーム株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 猪俣 雅弘

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中島 悠史

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ペプチドリーム株式会社の2025

年１月１日から2025年12月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第20期事業年度における取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、当期の監査方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査人、その他の使用人等と意思疎通を図り、職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び
財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

② 元当社取締役副社長COOによる不正行為以外には、取締役の職務の執行に関する不正の
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。なお、当該不正行為
に係わる再発防止策の運用状況につきましては、監査上の重点項目の一つとして今後とも
監視・検証して参ります。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月16日
ペプチドリーム株式会社 監査等委員会
常勤監査等委員 神谷 紀一郎 ㊞
監 査 等 委 員 花房 幸範 ㊞
監 査 等 委 員 宇都宮 純子 ㊞
監 査 等 委 員 西山 潤子 ㊞

（注）常勤監査等委員 神谷紀一郎及び監査等委員 花房幸範、宇都宮純子、西山潤子は、会社法第２
条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図
会 場 コングレスクエア羽田（「羽田イノベーションシティ」ゾーンＪ）

東京都大田区羽田空港一丁目１番４号

交 通 京浜急行電鉄空港線・東京モノレール「天空橋駅」 HIcity口改札直結

※開催場所が昨年と異なっております。お間違えのないようご注意ください。

本株主総会終了後、同会場にて、経営説明会を開催いたします。
お時間が許す株主様は引き続きご参加くださいますようお願い申しあげます。
株主総会ご出席株主様へのお土産の配布を取りやめさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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